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第４回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  福田清宏君 

   １．沿岸漁業振興対策事業について 

    （１）操業支援として、魚群探知機やＧＰＳ等の購入に対する補助金について、その後

どのように検討されたか伺う。 

    （２）種子島周辺漁業対策事業を活用した魚群探知機やＧＰＳ等の購入について伺う。 

   ２．交流センターについて 

    （１）野平交流センター建設計画の進捗状況について伺う。 

    （２）野平交流センターに併設する平江公民館の建設費に対する自治公民館建設整備事

業補助金の有無について伺う。 

    （３）中央交流センターは、その後どのように改善されたか伺う。 

   ３．土地区画整理事業について 

    （１）麓地区土地区画整理事業の進捗状況について伺う。 

    （２）野平地区土地区画整理事業について伺う。 

      ①事業取止めに伴う環境整備について 

      ②オコン川改修事業に伴う換地の措置について 

   ４．コミュニティ自動車の運行について 

     地区まちづくり協議会を中心とする運営協議会を組織して、10人乗りワゴン車を市が

購入・貸与し、運行経費の２分の１負担による運行の是非について伺う。 

   ５．道路維持費について 

     道路改良特別事業等の平成29年度の予算計上について伺う。 

  大六野一美君 

   １．防災行政無線について 

    （１）現在ある防災無線（屋外拡声施設）で、聞こえにくい地域はないか。災害時にお

ける情報提供手段であり、聞こえにくいと初動の避難に影響がでると思うが如何か。 

    （２）生福地区の防災無線は地域によっては全く聞こえない。幸い、中心にある吉村ケ

丘に串木野ダム用として整備されているが、今後、移設又は鉄塔を高くすべきと思

うが如何か。 

   ２．職員の育成について 

    （１）町おこしで成功しているところは、必ず職員のやる気と継続で成功しているが、

どのように考えるか。（参考：徳島県上勝町、岩手県葛巻町） 

    （２）市民のために対応することは大事であるが、政策提案ができる職員も必要と考え

るが如何か。 

   ３．学力テストとその影響について 

    （１）学力テストの結果が、全国及び県平均を下回った一番の要因は何か。この下回っ

たことが、子どもの将来にどのような影響があると思うか。 
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    （２）挫折しない強い心と将来に向けて生き抜く力が重要と考えるが如何か。 

  宇都耕平君 

   １．公用車へのドライブレコーダー設置について 

     公用車における事故等が発生しているため、使用頻度の高い公用車に対して、ドライ

ブレコーダーを設置する考えはないか伺う。 

   ２．給水車導入について 

     緊急災害時等における対応の中で、必要不可欠なものは、まずは水であると考える。

給水車を導入する考えはないか伺う。 

   ３．ふるさと納税について 

     平成27年度の成果と課題をふまえ、今年度はどのような取り組みを行ってきたか伺う。 

   ４．市道向井永田線拡幅改良工事について 

     現在、民間開発で８戸の住宅建築が計画されているが、接続する道路の幅が狭く、自

動車の離合が困難であったり、交通事故発生の恐れがあるため、拡幅改良できないか伺

う。 

   ５．「萬造寺斉」先生の顕彰について 

     羽島が生んだ歌人「萬造寺斉」先生にちなんだ短歌大会等を開催する考えはないか伺

う。 

   ６．生福保育所の民間譲渡について 

     生福保育所から療育園が移転し、公の施設に関する管理方針からすると同保育所の民

間譲渡の環境が整ったと考えるが、今後の計画について伺う。 

  田中和矢君 

   １．中央地区まちづくり協議会の施設について 

    （１）1,484世帯3,152人が住むまちづくり協議会が、７坪14畳の事務所で活動している。

独自の交流センター設置はできないか。 

    （２）災害避難場所に指定されているが、情報（台風の進路等）を知る手段として、テ

レビの設置はできないか。 

    （３）事務所にインターネット及びパソコンを設置又は貸与できないか。 

    （４）隣接の「かっちぇるプロジェクト」の建物内に、中央地区まちづくり協議会使用

の部屋を確保できないか。 

   ２．税金の有効活用と市民生活の利便性について 

    （１）街路樹の剪定費用は年間どのくらいかかるのか。また、税金の無駄遣いをより少

なくするため、残すべきものと撤去した方がよいものとを峻別したらどうか。 

    （２）双方通行を一方通行化することで、道路拡幅と同等の効果が得られるのではない

か。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（１２月９日）（金曜） 

 

 出席議員  １７名 

     ２番  福 田 道 代 君      １１番  東   育 代 君 

     ３番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  寺 師 和 男 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  下迫田 良 信 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  大六野 一 美 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  西別府   治 君      １８番  中 里 純 人 君 

    １０番  濵 田   尚 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  １番  松 崎 幹 夫 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  東   浩 二 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       任  軍 神 卓 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   都 市 計 画 課 長  久 徳   工 君 

教 育 長  有 村   孝 君   まちづくり防災課長  瀬 川   大 君 

総 務 課 長  中 尾 重 美 君   土 木 課 長  平 石 英 明 君 

政 策 課 長  満 薗 健士郎 君   上 下 水 道 課 長  福 山 修司郎 君 

財 政 課 長  田 中 和 幸 君   食のまち推進課長  馬 場 裕 之 君 

市 来 支 所 長  下迫田 久 男 君   福 祉 課 長  後 潟 正 実 君 

教 委 総 務 課 長  木 下 琢 治 君   学 校 教 育 課 長  松 山 隆 志 君 

消 防 長  原 薗 照 明 君   社 会 教 育 課 長  久木野 親 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成28年12月９日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次質問を許します。 

 まず、福田清宏議員の発言を許します。 

   ［17番福田清宏君登壇］ 

○17番（福田清宏君） おはようございます。先に

通告いたしました事項について、順次質問を行いま

す。 

 １番目は沿岸漁業振興対策事業についてでありま

す。 

 その一つ目は、操業支援として、魚群探知機やＧ

ＰＳ等の購入に対する補助金について、その後平成

26年12月の定例会の私の一般質問以降、どのように

検討されたかお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。市長の答

弁をいただき、その後の質問は質問者席から行いま

す。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。福田

清宏議員の御質問にお答えいたします。 

 沿岸漁業振興対策事業についてであります。沿岸

漁業の振興につきましては、国、県の協力のもと、

増殖礁、いわゆる10倍事業や、藻場礁、６倍事業な

どを設置するとともに、市議会の皆様の強い要望を

いただき、市単独事業として藻場増殖プレートの設

置や種苗放流などを実施しております。さらに操業

支援として、平成27年度から省エネ対策事業船底清

掃等費用と漁獲共済支援事業を実施しているところ

であります。これは、福田清宏議員からも御質問を

いただいております。 

 御質問ありました魚群探知機、ＧＰＳ等の購入に

対する補助金につきましては、市内漁業者の買い替

えなどについての調査や、県内各市の状況を調査す

るとともに、国等の補助事業が活用できないかなど

研究をしているところであります。 

○17番（福田清宏君） 増殖礁、藻場礁、あるいは

操業支援として省エネ対策事業や漁獲共済事業等々、

いち早く取り組んでいただきました。沿岸漁業の皆

さんは大変喜んでおいでであります。ぜひともこう

いう制度を今後とも続けていただきたいと思うこと

であります。 

 次に、二つ目の種子島周辺漁業対策事業を活用し

た魚群探知機やＧＰＳ等の購入について伺います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 種子島周辺漁業対

策事業を活用した魚群探知機、ＧＰＳ等の購入につ

いてであります。 

 県に確認いたしましたところ、機器購入等に係る

事業の採択要件としましては、種子島周辺漁業対策

事業影響漁業者名簿に記載があり、かつロケット打

ち上げ時等の規制水域で一定の操業実績を有する漁

業者とされております。また、補助を受けようとす

る漁業者がこの要件に該当しなければならず、本市

の沿岸漁業者においては該当する漁業者はなく、本

事業の活用は厳しいとの回答でございました。 

○17番（福田清宏君） 答弁にありましたように、

この事業は元来マグロ漁業を対象としているという

ことは理解しています。私も40年代、その事務をや

っていましたのでよくわかっているつもりです。 

 ですが、この事業を導入して、平成23年ですかね、

遠洋マグロ漁船にＡＥＤを搭載した例があります。

このときは、たしか市が直接だったんですか、そう

いう形だったと思うんですが、今回、漁業協同組合

が取り組む共同利用施設等も対象にいろいろなって

いますので、そういうことに当てはめていくと、漁

協が種子島周辺漁業対策事業を活用して魚群探知機

やＧＰＳ等を購入して、組合員に貸与して沿岸の小

型漁船に搭載するという方法での種子島周辺漁業対

策事業は活用できないのかという思いがいたしまし

たので、お尋ねするところであります。お願いしま

す。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 議員仰せのとおり、

平成23年度に種子島周辺漁業対策事業を活用して遠
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洋マグロ漁船を対象にＡＥＤを整備しております。

これは、影響漁業者に多くの遠洋漁業者が含まれて

いることや、組合員の生命にかかわる事項であった

ことから特に認められたところでございます。 

 今、御質問がございました漁協が事業主体となっ

て漁業者へ貸し出します方法につきましては、基本

的には個人への補助と同様ではないかと考えますけ

れども、再度県のほうに確認させていただきたいと

思います。 

○17番（福田清宏君） 特別な事情があったにして

も、ＡＥＤは市が貸与することで、形になったんで

す。ＪＡＸＡを使って市のお金を投入してというこ

とで。であれば、今、いろいろと漁協がＪＡＸＡを

使って購入しています。こういうのと同じような形

でこの制度を活用できないのかなと。それができる

とすれば、大体20万から50万ぐらいのＧＰＳなんで

しょうけど、その漁協負担分を組合員が負担すると

か、いろいろな方策があると思いますが、そういう

ことで、機器類を更新するのにいい形でできるので

はなかろうかと思うので、こういうことでお尋ねし

たところですけれども、何か今後深く追求していっ

ていただくという方法は取れませんか、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） 大変新しい御提言をいただ

きました。今、御提言をいただきましたが、例えば

農業の皆さんの場合、今、言われたような形で、近

いところでは梅出荷組合があります。近年、農業が、

きのうもいろいろ御質問がありましたけれど、なか

なかいい状況が続かないという中に、議場で、駄じ

ゃれになるかもしれませんが、久々にうめえ話だと

いうぐらい、梅出荷組合の皆さん方が非常に高く買

い取ってもらって、とても喜んでおられます。とて

も元気を出しておられます。そして、組合を結成し

て、この出荷量を10トンから20トンに増やそうと、

どんどん増やそうということで、それには選果器が

不可欠だと、出荷量を増やすには。そういうことで

梅組合というのをつくられました。そういった中か

ら、今の選果器を購入するのに補助をしてくれない

かということで、市も対応して、補助をした経緯が

あります。農業なんかの場合は、ほかの機器でもそ

ういった例がたくさんございます。逆に個人で買う

のはなかなかありません。個人で買うと言ったらで

すね。 

 だから、今、御提言いただいたように、漁業のお

やじである漁協が中心になって、そういった事業を

して、例えば貸しつけるとか、そういった方法は活

路を見出せるのではないかと思います。難しい問題

かと思いますけど、新しい提言として、農業なんか

がそういう形態ですので、県、国に対して、しっか

り要望をしてみたいと、協議をしてみたいと思いま

す。 

○17番（福田清宏君） ぜひ活用ができればありが

たいと思うところです。 

 先般、沿岸漁業推進議員連盟が視察研修を行いま

したが、県内の市で漁師元気大量支援事業と銘打っ

て実施している市がありました。これは市単独の補

助事業です。その内容は、魚群探知機とかＧＰＳ等

が故障した場合に、修理費が高額になると。また、

新しい設備を搭載するにも負担が大きいと。となれ

ば、こういう状況を打破するのに、市が単独事業で

漁業者が活用しやすい漁業操業支援事業を導入して、

漁業者の生産意欲や漁獲高向上を目指す、そういう

制度でありますということで、この概要は事業規模

が20万円以上100万円以内は上限を50万と、ですが

補助率は２分の１以内とすると。正組合員の資格を

有する個人、経営体で、同一申請者一回限りと、こ

ういう内容の制度が今できているところで、研修を

したことがありました。 

 こういうことを考えると、各漁協の組合員さんた

ちは高齢化しているし、また、後継者不足でなかな

か打つ手が見つからずという現状であるようであり

ますが、精密機器の修理とか買いかえが高額なため

に、もしこれができないとすれば漁をやめるという

ことにつながると思うんです。今の沿岸漁業の従事

者の皆さんは、船員年金を大方もらっていらっしゃ

いますので、何とか今のところカバーできるのでは

ないかと。ところが、地元のマグロ船の乗船者がこ

こ数年、十数年いないからマグロ船、あるいは汽船

から降りてくる船員さんたちというのもいないわけ

で、そういう人たちが沿岸漁業に従事するという姿

も結局なくなるのではないかと。とすれば、一般の
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人たちが沿岸漁業を生業としてやっていくには、国

民保健、やがて国民年金なんです。とてもじゃない

けど、漁船を買って道具を準備して、そしてＧＰＳ

とか魚群探知機とか購入して、さあ乗り出すぞとい

うのが踏ん切れるかどうか。 

 そして、今の漁業を取り巻くいろんな状況、さっ

き言われたように、いろいろと漁礁をつくったり藻

場をつくったり放流をしたりということをやってい

ますけれども、それを獲る人がいなきゃ漁業はいけ

ないので、そしてまた、地元の魚が上がらなくなる

ということは、食のまちを標榜する我が市にとって

は、ちょっと違うのではないかと。そういうこと等

を考えると、他市においてのこういう事例を研究し

ていただいて、できる範囲で沿岸漁業に、今、従事

されている人たちに継続していただく、そういう事

等をつないでいって、やがては藻も生えて、放流し

た魚も大きくなって、漁獲量も上がって、そして沿

岸漁業に従事する人も出てくるであろうことを思い

ながら、今は、今、働いている皆さん方の魚釣りの

その姿を継続するためにどうすればいいか考えれば、

沿岸漁業の従事者の皆さん方に対して、そういう市

の単独の補助というのも考えていかないといけない

のかな。 

 さっき言いましたように、このお話を聞きますと、

ＧＰＳでも50万も出せば立派なものがあると。そこ

までいかないで10万20万のものが多いんじゃないか

とか、いろんな種類がありますので、それからする

と、その何分の１補助するのということから考えて、

金額的にはそう上がらないということじゃないけど、

多くの数字じゃなくて、毎年幾つかずつは出てくる

んでしょうけど、そういう形になるのではないかと

いうことを考え合わせていけば、いよいよ種周の形

でのさっき申しましたような活用ができないとすれ

ば、市単独の制度も入れていかないといけないのか

という思いがいたしましての再度お尋ねをいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 本市の基幹産業として、全

国、日本にとってもそうだと思いますけれども、一

次産業というのは大きな基幹産業だと思っています、

農業とともにですね。とりわけ、全国でも数は農業

と比較すると規模はうんと小さくなりますけれども、

そう言った中でも本市の場合の水産業というのは、

これまでの水揚げの実績からしましてもマグロ漁業

の活躍からしましても、大きな位置を全国でも占め

ていると思っております。 

 そういったことに鑑みて、これまで漁協の皆さん、

とりわけ議会の皆さん方の熱心な要望を受けまして、

沿岸漁業の振興策に今まで取り組んでまいりました。

私は、きのう、例えば27年の沿岸漁業の振興策の実

績を拾い上げてみたんです。決算で御案内のとおり

と思いますけれども、さっき申し上げましたとおり、

特に議会の皆さん方の熱心な要望を受けて、この振

興策、ソフト事業、それからハード事業、さらには

事業の事業額の大小はありますけれど、およそ毎年

20ぐらい振興事業を実施しております。 

 こういった状況でありますが、そのような中にあ

って、先ほど国のほうの支援策として何かないのか

と、漁協が事業主体になって、そして補助を受けて

組合員に貸し出すというような新しい提案をいただ

きました。このことにつきましては、国、県と協議

をしてまいりますが、いずれにいたしましても、水

産業のある意味で大きなまちだと思います。水産業

の盛んなですね。そういった意味で、マグロ漁業と

ともに、この沿岸漁業というのは大事でありますの

で、沿岸漁業は、今、20ぐらい実施しておりますけ

れども、沿岸漁業振興策の中で、何か工夫はないも

のか考えていきたいと思っております。 

○17番（福田清宏君） あれも、これも、これも、

これもということもおこがましいとは思うんですが、

やはり沿岸漁業の火が消えてはいけないと、そうい

う思いをすると、市長部局、議会一緒になって、振

興策を見つけていかなければいけないのかという思

いがします。今、私質問をしていますが、漁協との

打ち合わせも何もしていません。それは、やはり

我々の段階である程度のものを揉んで形にして「さ

あ漁協さんどうですか」という形が振興策を練るに

は現時点ではいいのではないかという思いから、そ

ういうことでありますので、ぜひひとつ、さっきか

ら市長の答弁をいただいておりますようなことで進

めてみてください。そこに明るい灯が見えてくれば
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大変うれしいことだと思いますので、よろしくお願

いをしたいと思うところです。 

 もう一つ、漁業用無線機についてでありますが、

国の規制等の改正によりまして、買い替え等が必要

になってくるのではないかということをお聞きをし

ているところです。もうちょっと先の話になるよう

でありますが、こういうのが現実出てきた場合は、

国の改正の関係でありますから、軽減措置等がある

のではなかろうかと思いますが、現時点で何かわか

っていることがあればお伺いしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 漁業用の無線機についてで

ありますけれど、国の規則の改正により、新規格に

適合していない場合、平成34年12月までで使用でき

なくなり、漁業者としてさらなる負担増が生じる状

況が懸念されております。そのようなことから、漁

協等とも連携を取りながら、国、県等に負担軽減の

要望などを行うとともに、沿岸漁業全体の振興策の

中で、研究もしてまいりたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） ぜひひとつ、そういうこと

で、これも先手を打って漁協のほうにお示しすると

いう形を取っていただければありがたいと思います。

繰り返し申し上げますが、魚群探知機とかＧＰＳと

か、的確に漁獲のあった漁場に直進する、そしてそ

こで釣獲力を上げるという形の機器類がありますが、

この機器の買い替えとか購入が容易にできて、今、

従事されている沿岸漁業の皆さん方が、継続して漁

業が営まれますように、どうか漁業操業支援事業と

いう形での導入となると思うんですが、そういうこ

とで生産意欲とか、漁獲高の向上とかに資する方策

をいろいろと検討された上に実行されることを望む

ものであります。この項を終わります。 

 次に、２番目は交流センターについてお伺いいた

します。 

 その一つ目は、野平交流センター建設計画の進捗

状況についてお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 野平交流センターの進捗状

況についてであります。野平交流センターの建設に

つきましては、昨年度用地を取得し、今年度は地元

との協議を重ねながら施設の実施設計を行ってきた

ところであります。11月に入り、野平地区コミュニ

ティ協議会の交流センター建設特別委員や平江公民

館の役員の方々に実施設計案を提示し、設計施設の

規模や整備内容、平江公民館の建設費用、今後の建

設計画などについて協議を行ったところであります。 

 なお、今後の建設計画としましては、来年度の当

初予算で建設費用を計上し、議会の審議を経て予算

が議決を得られましたら、４月ごろが入札、５月着

工、９月ごろには完成できるんじゃなかろうかと見

込んでいるところであります。 

○17番（福田清宏君） いよいよ野平交流センター

の建設の目処がついたということで、大変喜ばしい

ことだと思います。市長が常々仰せのとおり、市と

の共生・協働のまちづくりの活動拠点ということで、

野平地区にとりましても大変うれしいことではない

かと思います。本浦交流センターの状況を見まして

も、でき上がった後にもうちょっと設計図を見てい

ればよかったということもあるようでありますから、

先ほど市長の答弁の中にありましたけれども、地元

と設計図の段階から一生懸命相議されて、いいセン

ターが建設されますことを期待したいと思います。 

 次に、二つ目ですが、野平交流センターに併設い

たします平江公民館の建設費に対しては、自治公民

館建設整備事業の補助金が使えるのではなかろうか

と思うんですが、その辺についてお尋ねをいたしま

す。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 野平交流セ

ンターにつきましては、平江公民館を併設した構造

になっております。交流センターと公民館部分はき

ちんと区別がされた構造となっておりまして、平江

公民館部分は市が建設経費等を負担するものではな

く、公民館自らが建設費用を支出して整備するもの

であり、公民館の新築と捉えております。よって、

自治公民館建設整備事業補助金交付要綱に基づきま

して、交付要件を満たすものと判断されることから、

補助金交付の対象になると考えております。 

○17番（福田清宏君） 交付要綱を見ますと、そう

いうふうになってほしいと思いながら、今日あえて

お尋ねいたしました。この併設というのが初めての

形ですので。さっき答弁があったように、公民館と

交流センターは同じ屋根の下かもしれませんが、建
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設に対する費用は区別するということであれば、公

民館建設に該当するのではなかろうかという思いか

らの質問でありまして、交付要件に該当するという

ことであれば、そのようにぜひ実施してほしいと思

います。 

 次は、三つ目は中央交流センターがその後どのよ

うに改善されたかということについてお伺いをいた

します。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 中央交流セ

ンターにつきましては、ドリームセンターと共用施

設であるため利用しづらい状況であるということは

理解しているところでございます。これまで、地区

の要請に対応いたしまして、地下の倉庫の確保、看

板の設置、備品棚の整備、駐車場の確保など施設の

改善を図ってきているところでございます。昨年度

末におきましては、自由な使用ができるように、施

設の鍵をお渡しするとともに、２階の会議室につき

ましても施錠はせずに、その使用に当たっても他の

利用者の予約がない場合、短時間の利用であれば会

議室使用後に利用人数等を記載するだけの簡素な手

続きによりまして、自由な利用ができるよう利便性

を図っているところでございます。 

○17番（福田清宏君） いろいろその後改善の跡が

見える答弁でありますが、あのとき私は２階の全室

を中央交流センターの専用施設として位置づけでき

ないかということでお話をしました。今、答弁にあ

りましたが、入り口の鍵とか２階の会議室の鍵はし

ないとか、そういうことで一応改善は見られておる

ようでありますが、銀行の金庫跡の利用の狭隘な密

閉された事務所、会議所、これで済ませるわけには

いかないだろうと思っております。今の形で改善す

るには限度があるのかと思いながら、共生・協働ま

ちづくりを推進する拠点としては、十分な施設では

ないだろうということを思っているところです。 

 平成25年６月のいちき串木野市交流センター条例

の一部を改正する条例が出てきたときに、共生・協

働のまちづくりを推進するための拠点施設として併

設するということでしたが、そのときでもいろいろ

と懸念があって、いろいろと申し上げたところでし

たが、そのときの委員長の報告にもいろいろと懸念

する案件が出てきたようであります。そういうこと

からいたしますと、中央地区のまちづくり協議会か

ら要望が出てくる前に、施設として対応しなければ

いけなかった話ではなかろうかと。「要望があった

からやりました」というようでは、設置する側とし

ては違うだろうという思いがしてなりませんので、

今回こういうような質問を繰り返したようなことで

す。 

 大原の交流センターを設置するときは、管理者と

の間に指定管理に関する申し合わせ書というのがで

き上がっております。そうですよね。そういうこと

でいきますと、大原交流センターは専用施設、共有

施設、専用施設以外の施設を使用する場合という３

つの区分に大きく分けて、その申し合わせ書ができ

ているのですが、同じように中央交流センターでは、

どうしてこれができなかったのか。仮の宿というこ

との意味もあって、こういう申し合わせ書まではい

かなかったのかどうか。その辺についていきさつが

わかれば説明を、お答えをいただきたいと思います。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） ドリームセ

ンターを中央交流センターと充てるに当たりまして

も、施設の使用については地域といろいろ協議をし

たところでございますが、確かに事務室等間取りが

狭く、閉鎖的であることは理解しております。しか

しながら、別に指定管理者がいるという状況もあり

まして、なかなか急々な対応が難しいところでござ

います。今後、指定管理者とも協議しながら、その

ような事務室の狭い問題であるとか、そのようなこ

とについて、協議をしてまいりたいと思います。 

○17番（福田清宏君） 併設した意義を問うという

ことになってくると、狭隘という姿は芳しくない姿

かと思います。昨年９月に一般質問をしましたが、

各地区に旧串木野市の時代にはコミュニティセンタ

ーがずっとできました。これが、交流センターに変

わって、そして各地区のまちづくり協議会が使用す

るに十分という姿になっていると思います。こうい

うこと等の中で、中央交流センターとして新しく建

設するお考えは市長ありませんかという問いに対し

ましても、「市政を進めていく上での原動力は何と

言っても市民の皆さん方の総和だ」と、市長が答弁
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されておられます。そして、「現段階では大変窮屈

な思いをさせて申しわけないが、運用のあり方に工

夫をして、何か方法はないか協議してまいりたい」

と、あわせて「何と言いましても拠点を持たなけれ

ばいけないわけでありますから、できるだけ工夫を

しながらできるだけ早い機会にこういったどこかを

借りてやっているようなまち協の皆さん方に対して

は、ちゃんとした会議室もあれば事務室もある厨房

もある、そういう館を我々は建設すべきだと思って

おります。ただ、現段階では一挙にというわけにい

きませんので、今後いろんな角度からそういった検

討をしていきたいと考えている」とお答えいただき

ました。 

 この答弁をいただいて、先ほどお尋ねいたしまし

た野平の交流センターが来年は３月の議会で予算が

認められ建設できるという状況までこぎつけました。

となれば、各地区のまちづくり協議会と同様に、中

央地区のまちづくり協議会の活動は、市と共生・協

働のまちづくりを推進するために欠かせない活動で

ある。その活動拠点として、中央交流センターの現

状の改善には限界があるのではないか。先ほど、前

回の市長の答弁にありましたように、どこかを借り

てやっているようなという、これが端的な表現の仕

方だったと思います。そういうことからすると、も

う限界があると。だから、設置するということから

考えると、野平交流センター建設の次は、中央交流

センターの建設に向かって検討を始めていくという

ふうに理解をしていいかどうか、その辺について御

見解を示していただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 福田議員が先ほどからお述

べになっておりますように、お考えの基調というの

はまちづくりというのは、共生・協働がその原点な

んだと、まずその館じゃないかというお話でありま

す。 

 そういったことで、市といたしましても、本浦交

流センターを建設し、来年は議会の皆さんの御同意

をいただければ野平の交流センターを建設するとい

うことで進めてきております。そういった中で、全

体の基本的なもう一つの考え方の中に、交流センタ

ーの設置に当たりましては共生・協働のまちづくり

推進計画におきまして、基本的に既存の公共施設を

活用するという方針で位置づけをしております。 

 そこで、中央の交流センターについて考えますと、

この地域にはドリームセンターのほか、同じような

機能を持つまちなかサロンであったり、今回新たに

かっちぇるの整備もされることになっております。

このような中にありまして、今後各施設、各団体が

どのように施設を利用し、どのように連携していっ

たほうがそれぞれの施設が持つ機能を有効に活用で

きるのか、地区の皆さん、指定管理者とも協議をし

ながら、交流センターのあり方を含め対策を検討し

てまいりたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） 交流センターのあり方とい

うことなんですが、市長が十分わかっている話であ

って、まちづくり協議会を立ち上げたときに、既に

このことは始まっているんですよね。それを、あの

狭い音楽室にちょこっとした改良を加えて押し込ん

だという形ですが、あの条例の提案のときはみんな

思わなかったんですよ。だけど、まちづくり協議会

を発足しているんだから、その拠点としてどこかに

事務所を置かないといけないだろうと、狭いだろう

けれども、暗いだろうけれども設置することを先に

しないといけないということからの議決であったろ

うと思うんです。だけど、それでも工夫しても工夫

してもまちづくり協議会が一生懸命活動するのに足

りない施設だとすれば、新しく何かを考えていくと

いうことしかないと思うんです。だから、もう改善

とか改良とかまち協からの申し出があったからとか

ないからとか、もうそんなのはいいじゃないですか。

設置目的に合わせて、十分にまち協が活動できる施

設をつくらないといけないのではないですか。そう

しないと、市の行政も、市の共生・協働のために一

生懸命やろうとするまちづくり協議会も形になって

いかないと思います。そういう思いで御質問をして

おりますが、再度建設についてのお答えがあればお

聞かせください。 

○市長（田畑誠一君） 共生・協働のまちづくりを

進めていくのは非常に大事であります。先ほどから

お述べになっておられるとおりであり、その拠点が

あるということが非常に大切で、基本であるわけで
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ありますが、そういった意味での交流センターの設

置については、基本的に既存の公共施設があるとこ

ろはそれを活用していきたいという方針でこれまで

やってまいりました。あわせて、そういった施設が

ないところにつきましては、本浦、そして来年が期

待されます野平のように新しく建設も進めながらや

ってきております。 

 そういう考え方でこれからも進めてまいりますが、

今、中央交流センターに関しましては、ドリームセ

ンターとか、それからまちなかサロンとか今度整備

するかっちぇるとかありますので、この地区に関し

ましては、まずはこういった点の活用のあり方とい

うのを検討してみたいということで、考えていると

ころであります。 

○17番（福田清宏君） ドリームセンターでもうわ

かっていると思うんですがね。既存の施設ではもう

限界ですよ。だから、余り労せずに、前のほうに進

んでいってほしいですね。それが25年の６月にこの

条例を変えるときに、あるいは中央の交流センター

を設置するときの議決に加わった議員の一人として

は望むところです。いくら今言われた施設を考え合

わせていっても、交流センターとしての機能を発揮

させるのに十分なものはないんじゃないかと思いま

す。同じことを繰り返してもいけませんが、ぜひと

もひとつ、そういう意味でも、新しい交流センター

が建設される道を歩んでいただきますように、それ

が正当だと思うんです。そうして、市とまち協と一

緒に市の行政推進のために、市民の幸せのために頑

張っていくという構図をつくっていかなければいけ

ないのではないかと、そういうふうに思うところで

あります。 

 次に進めさせていただきます。 

 二つ目は、野平地区の土地区画整理事業について

伺います。 

 まず、事業取りやめに伴う環境整備についてお伺

いをいたします。 

○議長（中里純人君） 福田議員、１番は、麓地区

はどうですか。 

○17番（福田清宏君） 失礼しました。３番目は土

地区画整理事業についてお伺いいたします。 

 その一つ目は麓地区土地区画整理事業の進捗状況

についてお伺いいたします。済みませんでした。 

○都市計画課長（久徳 工君） 麓土地区画整理事

業の進捗状況についてであります。 

 麓地区は平成９年度から事業開始し、平成29年度

完成を目指して、事業費85億4,000万で実施してま

いったところであります。そのような中、近年国は

区画整理事業等の公共事業見直しを行っておりまし

て、国庫補助金の内示率も低く、平成27年度、28年

度ともに要望額に対し32％しかついておらず、補助

対象区間であります県道串木野樋脇線の改良工事も

遅れている状況であります。 

 また、区域内の地盤が軟弱で盛土材として使用で

きず、さらに地下水が高い湧水処理の設置箇所も増

え、その他人件費、材料費の値上げ、消費税率の引

き上げもあり、工事費が膨らんでいる状況でありま

す。 

 現在、第４回麓地区実施計画変更書を国に提出し、

審査を受けているところであります。おおよそ、事

業費12億円増額の97億4,600万円、事業施工期間５

年間延長の平成34年度完成を見込んでおります。進

捗率は12月現在、変更事業ベースで約83％でありま

す。 

 以上でございます。 

○17番（福田清宏君） やっぱり遅れましたね。国

庫の補助金が32％はやっぱり厳しいですね。ちょっ

と最初のころは年間６億円という予算がないと、目

的の年度には完成しないだろうということでやりと

りをさせていただいてきたところでありますが、今、

言われましたように、工事費を見てみますと、27年

度の決算で５億9,800万ということですが、26年度

の繰り越し分が80数％、４億あるんですね。そして

27年度分は１億9,000万しかないんです。だから、

工事は遅れるはずですよね、こういうことであれば。 

 その原因が国の補助金の削減にあるということで

あれば、これはやむを得ないところなんでしょうが、

28年度の当初予算額３億6,900万の内訳を見まして

も、27年度からの繰り越し分が１億7,200万。残り

28年度分が１億9,600万。これが本来６億のペース

でいかないと目的の年度に完成しないということで
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あったろうと思うんですが、どうですか。ますます

厳しくなりますか、国、県の補助金は。年間６億に

届かないとすれば、５カ年延ばしても無理かなとい

う思いもするんですが、大丈夫ですか、５カ年で。

お答えください。 

○都市計画課長（久徳 工君） これまで、国のほ

うに協議をしてまいりまして、資金計画等も出して

おります。その中で、29年度、30年度、約５億

3,000万。31年度３億と、それから32年度8,000万、

33年度6,200万、34年度3,800万ということで、５年

間の計画を立てて国と協議しておりますので、国か

らの返事を待っているところでございます。 

○17番（福田清宏君） せっかくの区画整理、夢を

持っての工事だったんですが、国の結果待ちという

状況下の中で、予算を立てていかないといけないと

いう厳しさがここにきてでてきたようですね。これ、

始めたころは他になかったんですよね、県内でも、

他市に。そういうときに始まった工事だと思ってい

るのですが、なかなかうまく先に進んでくれません。 

 ですが、工事の期間がまたさらに延びるとほかの

事業に影響を及ぼすのではないだろうかと思います。

ですから、大変、国、県の状況は厳しいでしょうけ

れども、予算獲得に一生懸命なっていただいて、あ

わせて麓地区のみなさんとか、この土地区画整理事

業に関わりのある皆さん方との協議も進めて、変更

された工事期間内にぜひとも完成するように、無事

に完成の日を見ることを願ってこの項は終わりたい

と思います。 

 次に、二つ目ですが、野平地区土地区画整理事業

についてお伺いいたします。 

 まず、事業取りやめに伴う、取りやめという表現

を使っていいんですかね、その辺についてもひとつ

お答えいただきたいと思いますが、取りやめに伴う

環境整備についてお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 近年、国はいわゆる人口減

少、高齢者の増加、拡散した市街地などの社会状況

に伴い、生活拠点や中心拠点が公共交通機関で結ば

れたネットワーク型コンパクトシティへの形成推進

へと方向転換をしております。福祉、医療、商業施

設の立地促進、地震、津波などの防災関連事業に重

点配分をされ推進を行っています。 

 県にも相談をいたしましたが、野平地区は従来型

の区画整理事業での事業採択は困難となりましたの

で、区画整理事業方式ではなく、既存道路を基線と

した直接買収方式で、住環境整備を進めていくとい

うことで、公民館の皆様には御理解をいただいたと

ころであります。御説明をさせていただいて御理解

をいただきました。 

 平江地区については、現在、都心平江線の工事を

進めておりますので、今後、地元公民館の皆様と話

し合いを進めてまいります。 

○17番（福田清宏君） 地元の皆さん方に、取りや

めたということの説明も十分されて理解いただいた

ということでありますので、その点についてはよか

ったのかなと思います。ですが、区画整理事業がで

きなかったことは、少し残念な思いですが、そもそ

ももうちょっと早くに始めればできたんだろうと思

うんです。特に、中核工業団地の建設の時期に一緒

に進めれば大丈夫だったのかという思いもしている

んですが、そのときは地元が反対という時期でした

から、こういう結果でも御理解いただかないといけ

ないのかなという思いがしています。 

 となると、現道の道路整備ということになると思

いますが、それぞれに見てみますと、昔のままの道

路になっていますので、今、野元の中央線がほぼで

きました。宮下線とかいろいろ筋がありますが、ま

だ平江の公民館、市内におきましても平江の１号線

とか、五反田川線とかいろいろ幾つもあります。全

て、例えば46年の災害の五反田川拡幅のときにきれ

いに舗装されたところを除けば、昔のままの道路の

状況でありますから、あわせて説明もしながら道路

の環境整備に努めていただきたいと思います。 

 今、新しい橋もかかっていますから、そういうこ

と等もあわせていくと、どうしても平江の地内の道

路も見過ごすわけにもいかなくなるんじゃなかろう

かと思いますので、野元公民館地内、平江公民館地

内、先ほど市長が答弁されましたような形で、ぜひ

ともその対応をお願いしたいと思うところでありま

す。 

 次に進ませてください。オコン川の改修事業に伴
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う換地の措置について伺います。この、換地の措置

は野元地区土地区画整理事業と一体のものであると

いう覚書が交わされておりますので、この覚書の内

容についての対処を、今後どうされるのか。今の答

弁にあったように、完全に区画整理事業は取りやめ

ということでありますから、残るはこの覚書に関わ

る問題が大きな問題として出てくるのではなかろう

かと思うところですが、今後どのような形で進めて

いくのが一番いい形なのか、その辺が御検討されて

おればお示しいただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） オコン川の改修は、今、福

田清宏議員がお述べになったとおり、区画整理事業

と同時に施工する計画でありました。しかしながら、

川の改修工事のほうが先行してまいりましたので、

改修に伴う用地については愛宕山中腹の串木野西中

学校テニスコート跡地付近に仮換地をし、区画整理

事業時にもとの位置の近いところに換地する計画で、

河川改修事業を進めてきました。しかし、区画整理

事業を実施しないことで、換地先が確保できないこ

とになりましたので、今後はオコン川改修の土地に

つきましては、地権者の方々の御理解をいただいて、

買収などの方向で協議をさせていただけないものか

と考えているところであります。 

○17番（福田清宏君） 具体的にはそんな形になっ

ていくんでしょうね。テニスコートの後にこのよう

な状態で長く張りつけてあるようですから。当然敷

地面積としては整合性のない話で、あなたの換地し

た土地はここにありますよということが明示されて

いるという、そういう形での換地の処理だろうと思

うんです。それからいくと、この覚書を取り交わし

たときの相手方の皆さん方が高齢で、今後の交渉と

いいますかお話は、その子孫の皆さん方になるんじ

ゃないかと思います。そうすると難しい問題もそこ

には出てくると思いますので、すぐにでもそういう

協議に入ってほしいと思います。 

 先ほど市長が答弁されましたような形、ほかにも

いろいろ方法はあるんでしょうが、前に進んでいく

ように、ぜひともこの事柄の協議に入っていただき

たいということを申し上げて、この項を終わりたい

と思います。 

 次は４番目です。コミュニティ自動車の運行につ

いてであります。 

 前にも質問した事項でありますが、地区のまちづ

くり協議会を中心とする運営協議会を組織して、10

人乗りのワゴン車を市が購入・貸与、運行経費の２

分の１負担による運行の是非について伺います。 

 これは、どうしてこんな表現をしたかと言います

と、やはりきちんとした形でのお示しを、施策をき

ちんと公にしないと、取り組みにくいのではないだ

ろうかという思いもありまして、こういうような書

き方の質問にいたしました。お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） コミュニティ自動車の運行

事業につきましては、過疎化が進む今日の社会の中

で、今、お述べになったとおり、福田議員からも御

提言をいただきました。 

 その後、市まちづくり連絡協議会において、昨年

11月に福岡県筑後市への先進地視察を実施し、研修

を行ってまいりました。コミュニティ自動車の運行

を希望している協議会を確認しましたところ、具体

的な検討は行っていないものの、７協議会から導入

希望がありました。コミュニティ自動車の運行に際

しては、利用者数や運行形態、運転手の確保などに

ついて検討するとともに、既存のバス路線やタクシ

ーなどの民間事業所の経営に影響がないか配慮する

必要があると考えております。 

 コミュニティ自動車の本市のまち・ひと・しごと

づくり総合戦略に係る取り組みの一つにも位置づけ

をしておりますので、今後、要望の強い地区をモデ

ル地区として選定をして、まずは個別で具体的に取

り組んでまいりたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） モデル地区を選定してとい

うところまで検討が進んでいるということで、理解

するところでありますが、７つの協議会が希望され

たということでありますけれども、市がどうするん

だということを明確に示してやらないと地元は動け

ないと思います。希望はしても、希望はしてもとい

うより先進地視察やらいろいろ進めたり、いろいろ

な形で話し合いを進めれば、導入しないといけない

という思いは出てくると思うんです。だけど、市が、

市長が「こういう形の施策でいくから地元でも検討
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したらどう」という示しがないと先に進まないと思

います。何かと言えば、地区で検討するには、収

入・支出の流れをつぶさに潰していかないといけな

いんです。計上していかないといけない。そこには、

市がどの程度の補助を、あるいは後押しをしてくれ

るかということで、その収支予算書ができ上がって

くると思うんです。そういうこと等を合わせると、

まず、モデル地区をつくってということであります

が、そのときには市はこれについてはこう、これに

ついてはこういう形でこの事業を進めていきたいと

いうことが明確にされないといけないのではないか

と思うのですが、その辺についてはどうなんでしょ

うか。お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 実際運行をするとなります

と、その段階に入ればもちろんそれはまちづくり協

議会の皆さんが責任を持って事業を遂行していかれ

るわけでありますが、それだけにまちづくり協議会

の皆さん方の熱意と言いますか、取り組みと言うん

ですか、そういったことは非常に大事でありますが、

そこに至るまでの環境整備とか、あるいはそれぞれ

の方向性とか、そういったものはおっしゃるとおり

市も積極的にお示しをしながら協議していくべきも

のだと考えております。そのような形で進めてまい

りたいと思っております。 

○17番（福田清宏君） 市の強烈なと言いますか、

応分なと言いますか、後押しがないと、地元は動き

にくいと思うんです。全く新しい事業ですから。地

区の皆さん方に説明もしないといけないし、地区の

皆さん方が全部が対象となる事業でないと、恐らく

形にならないだろうと思いますし、そういうことを

思えば市が前面に出て後押ししていく、引っ張って

いくという形が必要でないかと思うところです。地

区においては、交通手段の確保というのが、もちろ

ん民間で営業をされているところもありますけれど、

それを越えて地区の交通手段の確保というのは進ん

でいるのではないかと思います。そういうことを思

えば、今後の地区には必要な事業だと思うところで

す。 

 やがては、小中学校の生徒数も今は少なくなって

きておりますが、そういう状況を加えればスクール

バスの代行の役目もするでありましょうし、あるい

は特定健診、各種検診の受診者とか、各種行事への

参加者の搬送とか、こういうのにも役割を大きく期

待されるのではなかろうかと思います。市民体育大

会であっても、あの大きなバスを、今、動かしてい

ますが、乗っている人数は何名ってなってくると、

市にとっては大変な配送の手段の選び方じゃないか

と思います。そういうこと等も含めていくと、地元

に車があればというのは、いろんな形で要望が出て

こないとならないときだろうと思っております。 

 そういうことで、今、市長の答弁にありましたよ

うな形で、ぜひとも形になるように御検討をお願い

を、期待をいたしましてこの項を終わって、先に進

めさせていただきます。 

 次、５番目は道路維持費についてであります。 

 道路改良特別事業等の平成29年度の予算計上につ

いてお伺いをいたします。 

 平成25年度から３カ年事業として始まりました事

業ですが、平成28年度は整備済み40％ということで、

継続延長された事業です。29年度も引き続き延長さ

れてきましたけれども、まだまだ整備するには程遠

いのではないかと思います。大変ありがたい特別事

業です。みんな喜んでいます。特に、公共下水道で

全面的に舗装までやるという計画だったんですが、

本浦から始まって、中央、大原のあたりまでは、照

島地区からは違いましたね、配管をするその範囲だ

け切り取っての工事でしたので、周りの道路は小石

をまいたように滑る道路が大変増えていますので、

担当課も大変だろうと思います。だけど、地元の皆

さんはこの制度は大変喜んでおいでです。そういう

ことからし、29年度の事業について、あるいはその

予算提示については、どういうふうに計画されてい

こうとしているのかというのが気になりましたので

お尋ねするところです。 

○市長（田畑誠一君） これまでの市政を振り返っ

てみますと、議会の皆さん方と将来を見据えて、例

えば21世紀を展望して、大きくは４大プロジェクト

とか５大プロジェクトとか、そういったものを手が

けてきました。御案内のとおりであります。そのこ

とによって、21世紀に躍動する基盤ができているわ
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けでありますが、考えてみますと、その反面大事な

生活に密着した、朝晩使う市道なんか、例えば、今、

提案をいただいております市道なんかについて、例

で申し上げますと、少し老いてきたのではないかな

と。そのあおりを食って、あおりって言うといけま

せんが、その一つは体育施設、総合体育館なんかも

そうだと思います。今の道路につきましては、考え

てみますと昭和40年代のころだと思います。40年か

ら50年のころでしょうか。たしか、失業対策事業、

よく失対事業と我々は言っておりましたが、そうい

う形で少しでも早く道路を舗装しなければいけない、

そういったことで、側溝のほうもただＵ型を入れて、

ふたのないＵ型を入れて、とにかくまずは市内の道

路を舗装率を上げようということで取り組んできた

と思います。当時はやむを得なかったと思います。 

 だから、そこにふたをかけたらふたの高さ分だけ

10センチとか15センチとか高くなるわけであります

から、道路を有効に使えない、危険だということも

あります。そういった点で、25年度から、これは考

えてみれば半世紀ぐらいそのままにしてきたのでは

ないかなと思うんですが、生活に密着した市道の整

備をやり直そうと。そこで考えたのは、側溝の外に

電柱を置いてありましたので、電柱を側溝の中に入

れて、側溝をそこの部分だけ道路の内へ入れればい

いわけでありますから、道路が非常に広く、側溝に

蓋をしただけでも広いわけですけど、電柱を中に入

れたということで、今、福田議員がお述べになって

おられるように住民の皆さん方が大変喜んでいただ

いているようであります。だから、そこで、25年度

から抜本的に市道の側溝と舗装の整備をしてきたわ

けであります。 

 25年から３年間で３億5,000万ほど事業をかけま

した。延長で4,300メートル整備をしてきたわけで

ありますから、それでもまだ整備率40.7％の状況で

あります。したがいまして、朝晩の日常生活に非常

に大事な、また市民の皆さん方も非常に喜んでいた

だくこの道路改良特別事業は29年度も引き続き予算

を計上してお願いをしてまいりたいと考えておりま

す。 

○17番（福田清宏君） 29年度もあわせて、ぜひそ

ういう事業を続けていただくということであります

から、お年寄りの世界でずるずる滑る道路がという

言葉が一つ一つ改良されていく道路で減っていく、

大変耳ざわりのいい話でありまして、ぜひこの事業

は継続していただきたいと思うことであります。そ

して、道路維持費についても、当初予算の説明の折

だったと思うんですが、27年度1,000件を越える通

報があった中で、700件ぐらいしかできなかったと

いう話も説明の中にあったようでしたので、あわせ

てこの予算を市民に身近な事柄ですので、ぜひとも

合わせて御検討いただきたいと思うことです。 

 御答弁がありましたらお答えください。道路維持

費の件です。 

○市長（田畑誠一君） 今、道路改良特別事業のこ

とで、過去３年間３億5,000万ほど工事をしてまい

りましたというお話をいたしましたが、そのほかの

市道につきましては、年間5,000万程度の事業で市

内全体の道路維持工事を計画的に実施してきており

ます。破損している側溝や舗装などは、修繕費や直

営作業班等によって部分的に補修を行ってきており

ますが、市民からのこれからも要望に対応してまい

りたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） 市民の身近な願い事であり

ますから、どうかできるだけ願い事がかなえられま

すように、必ず御努力を要請いたしまして、以上を

もちまして全ての質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（中里純人君） 次に、大六野一美議員の発

言を許します。 

   ［７番大六野一美君登壇］ 

○７番（大六野一美君） 私は市民の声をもとに通

告をいたしました３件について、市長並びに教育長

に御所見をお伺いをいたします。 

 １件目は屋外防災行政無線についてであります。

緊急時や過酷事故等発生時における市民への情報周

知のための本市最大の機関だと私は理解をしており

ますが、市内各地の状況はいかがなのかお聞きをい

たします。 

 当然のことながら、地形的に凹凸があり100％は

厳しいと思う反面、限りなく100％聞こえるように
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することが行政の努めだと思うからです。 

 屋内にいるときは十分機能を果たしておりますけ

れども、屋外の防災行政無線が聞こえにくいとの声

が多く聞こえます。聞こえる聞こえないでは、初動

で大きく結果が違うと思うからです。一人の犠牲者

を出すこともなく、市民の安全を守る上でも、限り

なく100％全地域が聞こえるよう、整備すべき旨を

伝え壇上からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 大六野一美議員の御質問に

お答えいたします。 

 防災行政無線の屋外拡声施設は、屋外放送用とし

て市内52カ所に設置しております。山林や丘陵など、

地形や風向きなどにより、音が届く距離も影響を受

けますので、聞こえにくい地域があることは認識し

ております。 

 本市においては、従前、屋外施設のみを整備して

おり、大雨や台風時は建物内にいた場合、放送が聞

き取りづらく情報が伝わりにくいという状況もあっ

たことから、各世帯に個別受信機の設置を進めてき

た経緯があります。屋外拡声施設は、個別受信機を

補完するものとして位置づけており、あわせて広報

車、緊急速報、エリアメール、防災情報メールなど

の多様な手段を活用し、防災情報メールなどの、災

害情報や避難情報などの周知に努めていくこととし

ております。 

 このようなことから、現在のところ原則として屋

外拡声施設の増設は考えていないところであります

が、地域からの設置要望があった場合は現状を確認

した上で、地域とともに協議しながら対応方を検討

してまいりたいと考えております。 

○７番（大六野一美君） 今、市長から聞こえにく

い地域があるということは認識をしている、それは

当然でしょう。その代替として、各世帯に受信施設

を設置した。うちにおるときは十分機能を果たして

おるんですね。だけど、外にいますと、地理的条件

がいろいろあって、先ほど言いましたように100％

というのは無理な話かわからない。だけど、少なく

とも、より100％に近い形で周知ができるような設

備をしていかないと、過酷事故や緊急避難をしなき

ゃいけないときには、初動が一歩遅れることで結果

が違ってくる、そういう思いをしますと、当然のこ

とながら行政の努めとしてやるべきだというのが私

の考え方なんです。 

 それは、きのうから、今日もなにをせい、かにを

せいといろんなことはありますけれども、まず人命

を守るという意味では、広く同時に大量に周知する

ためには、あれが本市最大の周知機関だと思ってお

りますから、当然、携帯のメール配信やらいろいろ

あるということは承知しております。しかし、それ

は携帯を持っている人にしか配信をされないわけで

すから、平等にと言いましょうか、そういう意味で

は防災無線でちゃんと聞こえるように整備をしてい

く、これが当局の努めだと私は思っています。 

 当然、先ほど言いましたように、地形が凹凸があ

って聞こえにくいところはあるであろうということ

は想定をしますが、地域によってはまだまだ改善で

きるところはあるだろうと思っています。増設はし

ないということですけれども、移設の問題も含めて、

検討じゃなくて実施をしていくべきだと私は考えて

おりますが、どうでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 近年、古くは本市の８.６

水害というのは、23年になりますか、たしか平成５

年だったと記憶をしておりますが、あのときも大き

な災害がありました。また、近くは５年８カ月前の

東日本大震災であります。その後、広島市において

もたしか72名ぐらい尊い人命が失われたということ

もあります。また、近くは熊本の大地震であります。

そのほかに県内では毎年のように集中豪雨による災

害もございますが、近年、本当に頻繁に大きな災害

が発生しております。 

 これは先ほどから大六野議員がお述べになってお

られますように、大事なことは情報を早く的確に住

民の皆さんに知らせること、そのいかんによって初

動が違ってくる。そのことによって、尊い犠牲を出

さないようにという手段も講じられるわけでありま

して、住民への周知方というのが非常に大事だとい

うことは、全く同感であります。 

 したがいまして、これまでもかなり事業費をかけ

室内の施設も防災無線の設置をしましたが、外にお
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られる大方の皆さん方に対する周知というのは大事

なわけでありますから、そういった面で屋外拡声器

が聞こえにくいところ等があれば、それは積極的に

調査をして、改善してく必要があるともちろん考え

ているところであります。 

○７番（大六野一美君） あってはならないことで

すけれども、昨日九州電力も再稼働いたしました。

御案内のように、過酷事故が発生しますと、７割以

上が本市に風が吹いてくるということ等を考えます

と、先ほど来言っていますように限りなく100に近

い形で周知ができるような防災無線の屋外拡声器っ

ていうんですか、整備をすべきだと思っています。

当然、昼間働いていたり外出をしていますと、全く

聞こえない地域があるんです。それは、全市的にそ

ういう対応をしていただきたいと思います。 

 次に、生福地区の防災無線ですけれども、従来、

私どもは吉村ヶ丘とかサイレンヶ丘とかいう通称を

使っておりますけれども、今回市も一部負担をしな

がら県営いちき串木野ダムの防災用として整備をさ

れました。本来は民有地でしたけれども、今回は県

が買い上げて御案内のように市も一部負担をしなが

ら、今、登り口をつくっております。あそこが、生

福の中心地であるんです。以前から地区の要望も何

回となくあったんですけれども、さきの市長の市政

懇話会でもいろいろ要望がありました。 

 今あるのは、市有地だったということで、当時は

ここに建てられたんですが、地域ではあそこじゃな

いという意見が大多数だったんです。しかしながら、

市有地だということで、あそこに結論を出しました。

あそこは、御案内のようにドラム缶を二つに切った

ような地形のところに建っているんです。そうしま

すと、私どものところはほとんど聞こえません。何

か言っているなということはわかりますけれども、

その中身は全く聞き取れない。今までは余り大きな

ことがなかったので、それで済んでいるのでしょう

けれども、今言いますように過酷事故やすぐ非難を

しないといけないような状態が発生したときには、

初動が遅れてどうなるのかなという思いをしており

ます。 

 だから、今あります地理的な問題を踏まえると、

鉄塔の高さを山ほどに伸ばすか、あるいは移設をす

るしかないだろう。今までは、人しか登れませんで

したけれども、今は車が通れるように道路整備まで、

進行中でありますけれども上まで登れるようになっ

ています。県の所有地になっておるはずですから、

県との協議も当然必要でしょうけれども、聞こえる

位置に設置をすべきだなあと。費用が云々というこ

ともありましょうけれども、それよりもまず、市民

の命と財産を守るためには、あそこに移設すべきだ

と私は思いますが、市長、検討ではなくて、現地を

しっかり見ていただいて、あそこに移設をしますと

いうことであれば、これを持って終わりますけれど

も、市長の所見をお願いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 屋外拡声施設というのは、

先ほどからお話になっておりますように、山林や丘

陵、地形、風向きなどによって、音が届きにくいと

ころがあるだろうと認識をしております。ただ、お

っしゃるとおり、行政として限りなく100％に近い

形にするのが行政の努めであります。それが初動に

大きく左右するわけで、ひいて人命を守ることにな

ります。 

 そこで、聞こえにくい一例として、今、生福地区

についてのお尋ねでありますが、一例としてお出し

になりましたが、生福地区の場合は、平成６年度に、

今から22年前ですね、屋外拡声施設を設置する際に、

吉村ヶ丘への設置を検討したところでありますが、

当時はダム警報局があり、警報と重なるハウリング

や放送が聞こえないなどの支障が生じる状況等が想

定されたことから、現在の生福交流センターの東側

の隣接地に設置した経緯がございます。 

 しかしながら、地形、風向きなどの条件により、

放送が聞こえにくい地域があり、先の生福地区市政

懇話会におきまして、吉村ヶ丘への移設要望をいた

だいたところであります。 

 市では市政懇話会後、専門業者を交え、頂上付近

の現地調査を実施するなど、再度検討を行いました。

防災行政無線の電波は、当初のアナログ波からデジ

タル波に変更されており、ダム警報局に隣接しても

ハウリング等の問題はないとのことであります。こ

のことを踏まえ、現在ダム警報局を管理する県と協
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議中でありますが、吉村ヶ丘への移設に関しまして

は、用地の確保、管理道路の使用やダム警報装置の

更新計画などとの調整が必要とされているところで

あります。 

 このため、引き続きこれらの課題の解決に向け、

移設ができるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○７番（大六野一美君） 御案内のように、用地は

県が上を買収して道路もずっとできていますので、

民じゃなくて恐らく県になっているはずなんです。

だから、県との協議ということになろうかと思いま

すけれども、従来は登り口は耕運機ぐらいは登った

んでしょうが、人しか登れなかったんです。今回は、

ダムの警報用として大きな道路が台地のところまで

登れるようになっていますので、移設するにしても

従来からすると非常に経費的にも安くつくのではな

いのかなという思いと同時に、もう一個はアンテナ

を山の高さまで上げると、何十メーターか知りませ

んが、そうするとほぼ生福に万遍なく聞こえるので

はなかろうかと。 

 現在ではドラム缶の前の部分は聞こえるでしょう。

恐らく50％、60％ぐらいまでいくんでしょうか。そ

れぐらいしか聞こえないというのが地域の実態なん

です。だから、度重なるように地域からいろんな形

で要望が出てきます。過去は、防災ダムとの関係が

あってなかなか難しかったということですけれども、

デジタルになったということで混ざらないで、串木

野ダムの防災については、極端に雨が降るとか何と

かのときしか利用されていませんので、通常はどう

いう管理方になっているかわかりませんけれど、あ

そこでサイレンが鳴るようなことはありませんので、

大して防災無線をここに移設しても何ら問題はない

と僕は思っています。難しい技術的なことやらはわ

かりませんけれども、少なくとも地域の要望、思い

をしますと、あそこに近々移設をするべきだと私は

思っていますので、そのことを当局としても肝に銘

じて検討、あるいは関係各位と協議をしながら進め

ていってもらいたいと思います。移設費用がどのぐ

らいかかるかは定かではありませんけれども、譲歩

することで失われる命が救われるのであれば、当然

すべきだという思いで質問をしておりますが、再度、

市長の強い心意気をお聞かせください。 

○市長（田畑誠一君） 緊急のときに用を果たすの

が使命でありますので、そしてまた災害というのは

大雨も伴うものであります、通常ですね。したがい

まして、そのことは当然聞き取りにくい環境のもと

での拡声器の活用ということになるわけであります

から、それだけに最も効果的なところに設置するの

が当然であります。 

 市政懇話会で御要望を受けてから、先ほど申し上

げましたとおり、専門業者等も交えて調査をいたし

ました。ハウリング等も問題ないということをお聞

きしましたので、あとはそれぞれのダム警報局を管

理する県との協議になりますが、鋭意協議を重ねて、

吉村ヶ丘への移設について積極的に取り組んでまい

ります。 

○７番（大六野一美君） 市長のそういう前向きな

答弁を聞いて、報告をしますと地区民も喜ぶであり

ましょう。同時に、そういう過酷事故等のときに、

すぐ初動で避難ができるような体制にできると思い

ますので、一日も早く前向きに進めていただきたい

と思います。市長の前向きな答弁がありましたので、

そのことについては来年になるのか再来年になるの

かわかりませんけれども、日を追って確認をしてい

きたいと思います。 

 次に、職員の育成についてであります。 

 今、ここに徳島県の上勝町や岩手県の葛巻町の２

町を例に挙げました。上勝町については、以前先進

地視察で行ったことがありますけれども、かつて農

協の職員であった二十歳の青年に、「お前は仕事は

せんでもいいから行政とタイアップしながら何かや

れ」ということで命じたのが、あの「いろどり」と

称するいわゆるカキの葉やらサザンカの葉だったり

何の葉だったり、それの一大産地なんですね。担当

者のその人の話を聞きますと、給料もいろんな料亭

に行ったりして、ひとつも残らなかったと。京都の

辺の料亭に行ったりあっちこっちいろいろ納める先

を探しながら非常に苦労した話をされました。 

 それを思いついた話は、あるときドライブインで

食事をしていたら、若い女の子二人がつまみながら、
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これかわいいね、これいいよねという話をしながら、

いろいろ検索をしていたと。これだということで、

それが始まったようです。行ってみますと、90にも

なろうというおばさんが木に登って葉をむしって、

いろいろ明日の出荷に向けて準備をされておりまし

たけれども、ああいう目的があると年寄りも元気に

なるんですね。 

 そういうことで葛巻町もそうですよね。一人は地

理を活かして何かしなさいということで、命を受け

て何だろうかい。当時、酪農が盛んである北海道に

行って北海道から育成牛、妊娠牛を持ってくる施設

をつくったらしいのですが、病気が発生してそれが

移動できなくて止まったと。それならどうするか、

酪農して乳を搾るしかないということで、酪農をし、

ただ乳を搾るだけでは意味がない。いろいろ調査研

究をしながら、今や雇用を生み出して、大きなゾー

ンになっています。 

 もう一人は何かせいということで、ブドウをつく

ってワインにするかいということにしたらなかなか

うまいことワインがつくれなかった。だからその反

省を踏まえて、ヤマブドウを混ぜたらどうだろうと

いうことで、ヤマブドウでつくったら、飲んだこと

はありませんけれども、非常に評判がよくて、販路

がどんどん広がったという例のようであります。 

 今、まちおこし協力隊、第三者の目として知らな

いところにきて、ゼロの目線で見るから、これはこ

れで効果はあるでしょうけど、やっぱり地元を熟知

し、いろいろしている職員が「市長、課長、３年時

間をください、５年時間をください、僕はこういう

思いでこういうことをしたい」。農業の問題はきの

うありました。荒廃地が増えている。「俺は農業で

こうしたいんだ。だから５年間時間をくださいよ」

と。やらしてみる。私はそういう意欲を持った職員

が出てこないと、きれいごとを並べるのは簡単だけ

れども、現実はなかなか厳しいだろうという思いを

しています。 

 厳しい試験を受かってきた連中ですから、能力は

あるわけですから、それをいかに引き出していくか

が、市長をトップとする仕事ではないのかな。ただ、

ちまちまと日常の生活をする、仕事をするのは誰で

もできると思うんです。今、言いましたように、そ

れなりの試験をくぐってきて面接を受けた連中です

から、そういう意味ではもうちょっと若い人たちが、

ギラギラしていたのが何か元気がなくなっているの

かな。そろそろ本市にもそういう意欲のある若い人

が出てきてほしいな。そうしないと本市はよくなら

ないだろうという思いをしています。 

 さっきの岩手県の葛巻町もそうですけれども、そ

の職員が二代続けて町長になっていますよね。酪農

をつくり上げた人、あるいはブドウをつくり上げた

人が。その人たちが続けて町長になっている。かつ

ては、人口5,700人ぐらいですか、葛巻町出身だと

いうことすら言えなかったって、恥ずかしくて。そ

して隠れるように外に出ていって、仕事場を見つけ

た。今は交流人口を含め、そういういろいろなもろ

もろで、雇用の場が生まれて、ひとつの大きな一大

産業が成り立っている。だから、何でもそうであり

ますが、一人二人そういう職員が出てきますと、私

は刺激を受けてそういう雰囲気になるのかなという

思いがしているのですが、市長が職員に厳しいので

すかね。のびのびと若いうちはするぐらいの元気の

ある職員が出てきていいと私は思いますが。何も悪

いことをせいとは言いませんが、本市の憂いている

ことを案じながら、こうしたい、こうすべきだと。

理屈は簡単なんですよ。机上論でもうかった人は誰

もおりませんから。農業にしても何にしてもそうで

すよ。だから、自らその方向に向かっていってつく

り上げていくその気持ちがまずないと、何をします

から、こうしますからというだけで、僕は成功する

とは思っていません。だから、そういう意味で市長、

そういう若い人材、今回、青年会議所との交流もあ

るようですけれども、もうちょっと違った形で育成

というのはいかがなもんでしょうね。アンケートを

取って、こういうことをしてみたい、これが本市の

ためになるんだぐらいの、昔の人間かもわかりませ

んけど、ただサラリーマン化するのもいいでしょう

か、それではよくならないと思いますが、市長の考

え方はどのようにお考えですか、その件に関しては。 

○市長（田畑誠一君） 市民の皆様方のニーズが大

変多様化する中で、まちを活性化し、市民の皆様に
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質の高いサービスを提供し続けるため、職員のやる

気を生み出す人材育成は、大六野議員いつもお述べ

になっておりますが、極めて肝要であります。 

 そこで、現在本市では、人材育成基本方針におい

て、職員の基本姿勢として、市民感覚を持てと。常

に挑戦する気持ちを持って、プロ意識で仕事に当た

れということを、常に職員に指導をしております。

そういった中で、他方、専門的な知識の習得と視野

を拡大させ、意識改革を目的とする職員研修として、

その実態として県自治研修センターへの研修や、県

庁、東京・大阪事務所を初め、一般財団法人自治体

国際化協会、国の研修機関であります自治大学への

研修生としての派遣をし、職員の人脈形成や挑戦意

識の育成を図っているところであります。 

 今後もこれらの研修や、市民、民間団体との交流、

さらには地区担当職員制度を活用し、やる気のある

職員の育成に取り組んでまいりたいと思います。今、

大六野議員がこれまで画期的なまちおこしをした、

意欲を持って取り組んでいる例をたくさん、何例か

お話をなさいました。まさにそのとおりだと思いま

す。 

 私は仕事の成果というのは、情熱、意欲、使命感

等、それからもちろん能力は大事でありますが、能

力掛ける情熱、それからもう一つ大事なのはものの

考え方だと思います。能力と情熱があっても、もの

の考え方が間違った方向に行ったら、掛け算ですか

ら、掛け算は１万点、例えば能力と意欲が100点ず

つで１万点ある。考え方が零点だったら零点になり

ます。考え方が50点だったら50万になります。100

点だったら100万になります。この３つが相まって

仕事の成果というのはあらわれるのではないかと思

っております。 

 いろんな例をお話されましたが、今、日本の鉄道

というのは非常に簡素化されています。あの改札の

切符を通すのが非常に難しかったそうです。切符を

投入して向きを変えることができなかった。そこで、

たしかオムロン社の社員だと思いますが、記憶して

いますが、オムロン社の社員が休暇のときに魚を釣

りに行った。魚を釣りに行って釣り糸を垂れてみて

いたら、木の葉が上から流れてきますね、どんどん。

木の葉が上から流れてきたら石に当然当たるわけで

すね。石に当たったら木の葉が自然に向きを変えて

流れていったと。そこにヒントを得て、あの改札の

切符を曲げる方法を編み出したんだそうです。だか

ら、問題は、今、能力掛ける情熱、それからものの

考え方と申し上げましたが、そういう動機を見逃さ

ない、動機をつかみ取る、そういうかねがね姿勢を

持つことが非常に大事だと思います。 

 私は職員に対して「市民の皆さんのために役に立

とう、将来のためにしっかりとした仕事を思わない

職員はいないはずだと、だから責任は俺が取るから、

勇み足をするぐらい思い切ったことをやれ」と、か

ねて訓辞をしておりますが、これからも、今、例を

いろいろお述べになられましたが、要はやる気であ

ります。使命感であります。そして、物事を見逃さ

ない、漫然と過ごさなくて、何かを捉えてしっかり

それをつかみ取るという、そういう緊張感というの

が朝晩大事じゃないかなと思います。私の指導が至

らなくてなかなか成果が上がっておりませんが、そ

ういう、今、御提言をいただきました思いを持って、

これからも職務に精励をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○７番（大六野一美君） 市長の指導力なのか、あ

るいは入庁時の問題なのか、いろいろあるでしょう

が、ただ少なくとも長年本市に住んで、いろいろ市

民としてしながら対応する、これは当然日常のこと

としてできるのはわかっておりますよね。だけど、

この現状を憂えたときに、いけんかせないかんとい

う強い、熱い思いを持って、その殻を破るぐらいの

職員が出てきてもいいんじゃないかというのが僕の

思いです。そうしないと、幾らきれいごとを並べた

ってずっとこのままですよ。だから、他市では他町

ではこういう成功例がたくさんありますので、むし

ろそういうところに研修にやって、一つの枠にはま

った研修は市の仕事の延長線上にあるから、僕はあ

んまり効果があるとは思わない。むしろ切り口を変

えて、さっき市長が言われました、川を流れている

木の葉が石に当たって流れが変わった。それと同じ

ように、変わったところに研修に出すべきじゃない

のかな。この流れの中で、もちろん真面目さはこの



 
- 82 - 

流れではなきゃいかんけど、この発想だけでは今の

延長線上ですよね。よっぽど何かの大きなきっかけ

がないと、そういう思いを持った熱のある職員は出

てくるのかな。やる気、プロ意識、いろいろ各課に

張ってありますけれども、あの文言がどうも笑って

おるような気がするんですよ。そういう意味では、

もうちょっと現実的にやる気が表面に出てくるよう

な若い職員が出てきたらなあと、先ほど言いました

ように「課長、市長」って「３年、５年時間をくだ

さい。僕は、こうしてこういう方向でこれをした

い」というぐらいの職員が出てこないと僕は本市は

よくならないだろうなと。ちまちまとするのは先ほ

ど来言っていますように、それなりの試験を通って

きていますので、能力は当然十分あるとは思います

が、もうちょっと角度を変えた発想もあってもいい

のではないか。そうしないと、僕は余りかわりばえ

しないだろうという思いがします。 

 当然、２番目の市民のために対応することは当然

公務員として、市職員として当たり前のことであり

大事なことではあります。そういうことを含めて、

市長、ちょっと12時前になってきますと時間が気に

なりますが、そういうことで、もうちょっと一歩前

を引き出すような市長の後押しがあってもいいんじ

ゃないのかな。去年も若い職員を登用しましたよね。

あれもひとつの方法でしょうし、やる気を出させる

一つの方法ではあると思いますが、能力があるから

登用したんだから、それをさらに活かすためにやる

ならどうしないといけないのかと。そこで、ちんち

んまるになってもどうなんだろうなと。まだ若いし

勇み足になってもいいと思いますね。許される範囲

の勇み足だったら。そうでないと、なかなかいい発

想は湧いてこないと僕は思うんですが、市長いかが

ですか。 

○市長（田畑誠一君） 思いは全く同じであります。

職員の、例えば、今回議会の皆さん方の御同意をい

ただいて「かっちぇるプロジェクト」も立ち上げま

した。まちを活性化しよう、雇用の促進を進めよう

ということで、まちに賑わいをということで、職員

の発想で「かっちぇるプロジェクト」も立ち上げま

した。また、鹿児島県で初めて、自治体として電力

会社も立ち上げました。市民の皆さんに役立って、

得た利益を還元したいと。これは全国で初めてとな

りますけれども、２歳児未満の子供がいる家庭は電

気料金２年間無料にしようと。年間たしか１万

1,567円でしたかね、30アンペアの場合。そういっ

た企画もつくり上げました。そういったことで職員

もいろんな角度から取り組んでおりますが、私はか

ねがね申し上げているのは「各課長管理職というの

は、その課の市長なんだ」と。「私に対して、例え

ば福祉課なら福祉課、土木課なら土木課。これにつ

いては私が専門だと。あなたに文句を言われるよう

な筋合いはないと。あなたに注意を受けるような、

指導を受けるような筋合いはないんだ」というぐら

いやれと言っています。勇み足をするぐらい。 

 要は、さっきたくさん葛巻の話や上勝町の話やら、

発想の転換ということをお話いたしました。私も川

の流れの木の葉の話をいたしましたが、そこに気づ

く、気づこうとする、気づかなければならないとい

う気持ちを持って毎日仕事に当たるということに尽

きると思っております。 

 そういったことで、いろいろ御提言もいただきま

したので、今後、また、さらに意欲を持って取り組

むように指導してまいりたい。私自身も努めてまい

りたいと考えています。 

○７番（大六野一美君） やっぱり流れに沿うこと

は大事なことではありますけれども、行き詰まった

ときは角度を変えることも道を変えることも、ひと

つの方法だと思いますので、もうちょっと、今、市

長が言われるようなことであれば、市長がもうちょ

っとお尻を押していただいて、やる気のあるやつを

一歩前に出させて、何か刺激を与えないとなかなか

出にくいのかなという思いもします。公務員という

のは、同じところをこつこつとまじめにやるのが本

来の姿でしょうから、民間は若干違いますけれども、

民間の意識を織りまぜながらやっていかないと、硬

直していくのかな。既に硬直しているのかなという

思いなんです。そういうことでは市長が言われます

ように、民間の発想を取り入れながら、しっかりと

職員を育てていただきたいと思います。 

○議長（中里純人君） 大六野議員、質問の途中で



 
- 83 - 

すが、ここで昼食のため休憩いたします。再開は、

午後１時10分といたします。 

             休憩 午前11時54分 

             ───────── 

             再開 午後１時10分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

○７番（大六野一美君） 質問の最後となりますけ

れど、教育長にお伺いをいたします。 

 先日の報道で、学力テストが国及び県平均をやや

下回ったという報告がありました。その下回った要

因は、一番何なのかということと、そのことが子供

たちの将来にどういう影響が出てくることが想定さ

れるのかお伺いいたします。 

○教育長（有村 孝君） 先般行われました学力調

査の、これは全国の学力調査でございますが、結果

が全国及び県の平均を下回った一番の要因やこの調

査結果の将来への影響についてお答えしたいと思い

ます。 

 学力調査の結果が、全国及び県の平均を下回った

要因につきましては、教師の授業力や熱意、あるい

は子どもの学習意欲、家庭での学習、基本的な生活

習慣など幾つもの要因が重なり合っておりまして、

一概に特定することは、一番と特定することは難し

いわけでございます。 

 しかしながら「教育は人なり」と言われますよう

に、学校教育では教師の指導力が、教師としての職

責が、人格、識見等が学力向上を初めとする子供の

成長に大きく左右するということは言うまでもあり

ません。 

 なお、この学力調査結果の子供たちの将来への影

響についてでございますけれども、この全国学力調

査ではかることができますのは、子供たちの学力の

一部でございます。また、子供たちの将来の可能性

は現在の学力だけでは測れるものではないと考えて

おります。そのため、今回の学力調査結果が、全国

及び県平均を下回ったことが必ずしも子供たちの将

来に直接的に影響があるものではないと考えており

ます。 

○７番（大六野一美君） 当然の答弁であろうかと

思いますが、先生方というのは、前も言いましたよ

うに子供に教えることが大好きで教師になるべきだ

というのが私の持論でございます。当然、100点も

おりましょうし50点もおりましょう。教師としても

子供としても親としても、少ないよりは点数が高い

ほうがいいということは重々承知をしますけれども、

ただ、やたらこういう数字的なものが新聞紙上を通

して、あるいはいろんな形で報道されますと、本当

にこれが教育なのかなという思いを私はしています。 

 今、昨今のいろんな少年少女、あるいは若い人た

ちが想定外のいろんな惨事を起こす。それが義務教

育時代の教育のあり方にも何らあるんではなかろう

かと思います。 

 小さいときの学力の点数がそのまま世に出たとき

に、通用する部分もありましょうけれども、それが

順位でないというのはこの現実を見ても明らかです

よね。そういうことで、一生懸命何事にも取り組む

ことをまず教えることが教育であろうと思いますし、

同時にかつては地域に居を構えながら、いろいろと

朝晩接する中で道徳を含め、あるいは学力も含めて

先生方がおったもんですけれども、悲しいかな山間

部になりますと、鹿児島市内から、遠いところから

通勤をしてくるサラリーマン化した先生が大分増え

ております。職員宿舎がないとかいろいろな事情が

あったにしても、教えることが好きでなった教師で

あるならば、私は我が子を差しおいて自分で受け持

っている子供たちの将来を考えて、そういう教育を

していくべきなのかなという思いなんですが、我が

子供を少なくともいい学校にやるために、みずから

が通ってくる、その実態を見たときに、いいも悪い

も昔にある程度フィードバックするべきなのかなと

いう思いをしています。 

 教員宿舎がないとすれば、それを１戸ずつでも建

設するのもひとつの方法でしょうし、本当に本市の

子供たちが健全に育っていくための環境づくりとい

うのは、先生と朝な夕な交わることが一番大事だと

僕は思っています。自分で若いころあんまり一生懸

命勉強した記憶がないんで、教育長に偉そうなこと

は言えませんけれども、かといって世の中に出て、

先ほど職員の教育の問題も相まって、子供に教える
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ことが好きで先生になるべきだし、点数がいいが故

にいろんな破廉恥な情報もいろいろありますね、先

生方も。これが教育者なのかというようなことさえ

もいろいろ報道されています。当然、県教委の管轄

なので、教育長の権限外だと思いますけれども、そ

こらの素行調査をしながら、しっかりと本市に赴任

をしていただく先生方の選択と言いましょうか、そ

れも教育長の仕事なのかなと思います。そういう意

味では、サラリーマン化した先生がいて、夕方にな

りますと、部活をしている先生は数人見かけますけ

れども、今、塾を奨励するような流れの中で「わか

らないところがあったら残りなさい、私が教えるか

ら」というぐらいの先生が出てきてほしいものです。

鐘がなると同時に我が家にまっしぐらに帰るような

先生が散見をされますと、本当に子供に教えること

が好きなんだろうかという疑念を抱かざるを得ない。

もちろん一生懸命にされている先生がいることも承

知はしておりますけれども、一部であってもそうい

う先生がいるとことに対して。だから、この学力テ

ストの問題にしても、もうちょっと先生が放課後残

って教えてくれればいいのにな、これが全てでない

にしても、道徳教育も含めて僕はそういうふうに、

教育長、思っていますが、同感するところはありま

せんか。 

○教育長（有村 孝君） 今、議員の仰せのとおり、

教職員も私が小学校のころは24時間先生でした。地

域に、その校区内にほとんど住んでおられました。

ただ、社会の変化に伴って、昭和50年代から車社会

が、御承知のとおり到来して、通勤ができるように

なった。そして、また高速鉄道等があって、遠距離

通勤までもできるようになっております。そうしま

して、住宅が準備してあっても、なかなかそこに自

分の家庭生活、そういうこともいろいろ関係がござ

いまして、また今は親の介護とか、そういうことも

出てきておりまして、なかなか地元に住まないとい

う。今、私どもの市でも約20％近くしか、校長も含

めてですね、管理職は校区内居住が原則でございま

して、住宅も準備していただいておりますので、一

般職員も住宅は準備してあるところもあるんですけ

れど、なかなか住み手がいないと、議員仰せのとお

りです。 

 このことが子供たちの教育にどのような支障を来

すかと、さまざま考えられますけれども、ただ、こ

の遠距離通勤とか市外からの通勤が子供たちの教育

にいささかでも影響を与えてはならないということ

で、かねがね教育指導はしているわけでございます。 

 一番は校区内に住んでくれ、市内に住んでくれと。

新規採用教員は義務的に校区内、市町村の市内に住

ませるようにしているわけでございますが、ただ２

校目以上は、それぞれ定住圏とか生活圏がございま

すので、先生たちの住みたいところに住んで通勤と

かしているわけですけれども、いずれにしましても、

先ほど議員がおっしゃるように、教員、教師になっ

たときの初心を忘れず、熱意を持って地域と深く交

わりながら、子供たちの教育に当たってほしいと私

自身ももちろん願っています。保護者も願っていま

す。 

 そういうことで、地域の方々も温かく、できるだ

け教師を巻き込んでもらって、これからの学校とい

うのは地域全体が学校を拠点としたコミュニティ的

な学校づくりと。地域住民が全てが参加する学校に

なってほしいなと思っているところでございます。 

○７番（大六野一美君） 昔は、一クラス50人おり

ました、私どものころは。今、30人学級が叫ばれて、

市内の大方は20人前後ですよね。大きい串中、市来

中、市来小を含めては若干違うんでしょうが、そう

いう中ですると、子供にかける時間というのは一人

頭、昔としますと３倍程度かけられるということを

考えますと、当然、数字的なものも上がってくるの

は世の常でしょうけど、それが全国、県平均を下回

るということになりますと、先生の質に問題がある

のかなと僕は一番思っています。平均という感覚で

は。ＤＮＡ的にいいのも悪いのもおるでしょう。そ

れをとり持って平均ということになりますと、先生

方の教える気持ち度というのか、それが子供たちに

伝わって「先生方がこれだけ一生懸命しているのな

ら勉強をしないといけないね、今まで家で１時間し

ていた分を２時間しようか」というぐらいの、そう

いう雰囲気づくりをしていくのも、教師としての大

事な役割かなという思いもします。 
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 なかなか家庭が優先をして、市外から通勤をする

先生方が、校長、教頭を含めても80％いるというこ

とを考えますと、本当に教育のあり方に疑念と疑問

を持たざるを得ないと僕は感じています。先ほど職

員の問題でも言いましたように、ちょっとは子供だ

から許せる範囲のはみ出しは許容範囲としながら、

育てていいかないと、何もかもこうありきで型には

めてしまうと、その反動がある程度の年齢になって

から出てくるのかなという思いをしながらの教育長

質問なんですよ。 

 だから100点取れる人もいるでしょう。だけど50

点しか取れない人も、50点取ったら褒める。これも

教育だろうと思います。親もそうなんでしょうが

「あの子が100点取ったのに何でお前は50点よ」な

んていうことだけではなかなか理解されない部分が

あるのかなという思いをしています。 

 自分を思い起こしますと、非常に勉強というのは

楽しいものでした。だけど、それから逃げたのも事

実ですけれども、しかし一定の常識ある学力やら何

がありますと、あとはどういうふうに世の中に対応

し、ことに機を見て敏になるかというのがその人が

持っている人間の力というのでしょうか、そういう

ものであろうということを思いますときに、今、先

ほど来言いますように、非常に気持ちが弱いですよ

ね。少子化の中で兄弟げんかをしたことがない、学

校でもけんかはするな、順位をつけない、そういう

流れの中で、ちょっとしたことがあるとすぐ折れち

ゃう。昔は人間がいっぱいおりましたので、そうい

う傾向は全く私どもは感じませんでした。今の子供

を見ていますと耐える力というんでしょうか、粘り

というんでしょうか、非常に淡白ですね。それも、

私は教育の一環で大きく影響しているんだろうなと

思っていますけれども、教育長はそこあたりはどう

いうふうに捉えておられます。 

○教育長（有村 孝君） 今、議員仰せのとおり、

最近の子供だけじゃないんですけれども、粘りとか

耐性、耐える力ですね、ひもじい思いを我慢する力

とか、そういったのは耐性でもあるんですが、確か

にそういう能力というのは落ちてはいると思います。 

 ただ、挫折しないというか、挫折した経験が少な

いということも、また一つの理由ではなかろうかな

と。小さいときから挫折したことがなくて、中学、

高校、例えば高校入試で挫折。そこで折れてしまっ

たというケースもございます。ですから打たれ強い

と言いましょうか、そういう子供たちを育成してい

く必要があるかなと思っております。 

 そのためには、よく言われておりますように、挫

折しない強い心と言いましょうか、将来に向けて生

き抜く力ですね、生きる力、あるいは生き抜く力、

どうしても一人で生きていくわけですので、生き抜

く力が重要になると思いますが、子供たちにとって

非常に重要ではあるし、またこれからの変化の激し

い社会をたくましく正しく生き抜いていくためには、

必ず必要じゃなかろうかなと思っているところです。 

 そこで私どもも、いちき串木野市も教育方針に目

指す子供像として「ふるさとを愛し、夢と志をもち、

心豊かでたくましい人づくり」を掲げております。

これは、子供たちには夢と志を持って、難儀なこと

にたくさん挑戦する中で、失敗や挫折を味わいなが

ら自分で工夫したり、友達と協力したりして解決す

るたくましさと言いましょうか、たくましい力を身

につけてほしいと願っております。 

 幸い、今、学校教育におきましては、非常に身近

に生きた教材、お手本がございます。薩摩藩英国留

学生でございます。薩摩藩英国留学生に学ぶ三つの

こと、これは学校で指導しているわけでございます

が、それは一つは夢と志を持つこと。あの留学生に

習ってですね。そして二つ目は行動すること。そし

て三つ目は社会に貢献することであると考えており

ます。本市ではこの三つのことを、留学生の生き方

に学んでほしいと、こういう思いから、全ての小中

学校の子供たちが必ず羽島の記念館を訪れて学習す

るような活動を、校長先生にお願いしまして、年間

の教育活動計画に位置づけるように指導をしていま

す。昨年度から始めておりますので、ほとんどどの

学年かで、小学校、中学校それぞれ一回は、また社

会教育課の家庭教育学級等でも訪問するようにして、

この留学生に学ぶと、今、議員がおっしゃるような

耐える力と言いましょうか、こういう生き抜く力が

育成されていくのではないだろうかと、一つの例で
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ございますけれど、そういうような教育を進めてい

きたいと思います。 

○７番（大六野一美君） 幸い本市では大きな子供

たちによる、あるいは青少年による犯罪等がありま

せんので、今、教育長が言われましたような教育の

成果なのかなという思いをしながら、しかし、昨今

のああいう若年層のいろんな事件、事故等を見ます

と、やっぱり何かが足りない。それが何なのかとい

うことでしょうから、少なくとも本市からそういう

大きな事件や事故がないように義務教育のうちにし

っかりと教育長をして、各学校長、教職員に通達を

しながら、子供たちの行く末を見守っていただきた

いと思います。 

 同時に私は、勉強が大事ではあるとは思いながら、

一芸に秀でればそれでいいんだというものの考え方

をしています。だから、人よりもいいもので、勉強

は50点しか取れなくても、自信を持って世の中に出

ていけるような子供ができればなと。誰もかれも

100点ばっかりいても、教育長みたいな立派な人だ

けいても世の中というのは構成されないわけだから、

だからそういう意味ではいろんな人がいて、しっか

りと世の中の構成をちゃんとできていけるような一

駒になれるような人間の教育方をお願いをします。 

 教育長も答弁があればお聞きをしますが、最後に

再度教育長の心意気をお聞かせください。 

○教育長（有村 孝君） 答弁のほうはいいですね。

先ほど市内に居住する割合を20％と、校長、教頭含

めてと、含めて30％の間違えでございました。少し

議員の思いが通じたんじゃなかろうかなと、10％ほ

ど上がっておりました。 

 答弁でございますが、これからの学校教育、ある

いは学校のあり方というのを考えてみすと、議員仰

せのとおりの子供たちを育成していくということ、

これは非常にそのとおりだと思います。点数ではか

れるような学力だけじゃなくて、生き抜いていける

力、それもひとつの学力、人間力だと思っておりま

す。 

 そういうことで、これからは、学校を中心にさま

ざまな個人とか団体とか、それぞれの協力団体、理

解団体がございまして、それで学校教育は成り立っ

ておるわけですけれども、線でつながれているので

はなくて、これからは一つの面として、地域が一つ

で、地域の中の学校、そういう学校づくりを目指し

ていきたいと思っております。次世代の学校教育と

いうのは、学校だけでは、今、学力向上を初め、あ

るいはいじめ、不登校、子供の貧困、そういったさ

まざまな教育課題を解決するのは不可能だと、限界

に来ているのではなかろうかと思っております。で

すから、これからの学校、学校教育というのは、一

つの地域が面として、エリアとし、学校教育に地域

の皆さんもそれぞれの立場で参画していただきまし

て、意見を言ってもらったり要望を出してもらった

り、あるいは学校経営についても運営についてもそ

れはだめだと承認できるような、する、しない、今

の定例教育委員会と同じような合議制の組織ができ

ればなと、つくろうと考えております。そうするこ

とが、地域の皆さんの要望に応える、あるいは、今、

求められているこれからの子供を育成するには必要

ではないだろうかと思っております。そういう学校

のシステムができればと思って、今、検討している

ところでございます。 

○７番（大六野一美君） 昨年の９月から土曜授業

も月一回実施されております。点数を取るためだけ

の教育じゃなくて、人間を形成をする場へ、時間を

より多く当てていただきたいということを要望しま

して、私の一般質問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、宇都耕平議員の発言

を許します。 

   ［16番宇都耕平君登壇］ 

○16番（宇都耕平君） 私は６項目にわたり一般質

問を行いたいと思います。前向きな明快な答弁をお

願いいたします。 

 まず壇上から、ドライブレコーダー設置について

をお伺いいたします。 

 交通事故のニュースを聞かない日はないこのごろ、

特に高齢者の交通事故が多発しております。それに、

このごろはプロの運転手までも事故を起こしており

ます。事故で尊い命を失うことも少なくありません。

特に、これから年末年始にかけて、気ぜわしい時期

でもあります。自分も含め皆さんも十分に気を引き
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締めて、元気で新しい年を迎えようではありません

か。 

 私の一つ目の質問は、公用車へのドライブレコー

ダー設置についてであります。 

 公用車における事故等も発生しているようであり

ます。そこで、使用頻度の高い公用車に対し、ドラ

イブレコーダーを設置する考えはないか伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 宇都耕平議員の御質問にお

答えいたします。 

 ドライブレコーダーの設置についてであります。 

 ドライブレコーダーは、運転者の安全運転意識の

高揚はさることながら、一番は交通事故等の発生時

における責任の明確化及び事故処理の迅速化が図ら

れる機器であると考えております。このようなこと

から、今後、緊急車両や使用頻度の高い車両など、

御提言がありましたとおり勘案しながら、特定の車

両を対象にドライブレコーダーの設置について検討

をしてまいりたいと考えます。 

○16番（宇都耕平君） 私もこの質問に当たりまし

て、１カ月前ほどからドライブレコーダーを自分の

車につけております。非常に何と言いましょうか、

今、市長がおっしゃったように緊張感を持ちます。

そっと見るとですね。そういう形で動ければ大変幸

いだと思っております。 

 きのうの質問で公用車の台数等は143台だったで

すかね、それも聞きたかったが、きのう出たもんで

すからだと思います。ここ３年の事故の発生とかそ

の内容をお伺いしたいと思います。 

○総務課長（中尾重美君） ただいま過去３年間の

事故状況ということですが、平成25年度から27年度

まで人身事故１件を含む８件の事故でありました。 

○16番（宇都耕平君） 25年度から８件ということ

で、人身事故も含まれていたということですけれど

も、幸いにして大きな事故はなかったような報告は、

市長からも全協なんかで受けて、皆さんに引き締め

るようにという、いつも警告をしているという報告

であったようでございます。 

 そうする中で、保険がかかっているということで

ありますよね。民間の場合は、事故ってしまったり

いろんなことをすると保険料が上がっていくんです

けれども、公の施設の場合の保険というのはどのよ

うな形で動いて、年間どのぐらいの金額が支払われ

るもんですか。それで、事故があった形であればや

はり上がるものか、内容を示していただきたいと思

います。 

○総務課長（中尾重美君） 公用車の任意保険の御

質問ですが、市の公用車につきましては、全国市有

物件災害共済会というところにかかっております。

この任意保険の保険料は、車両種別や購入金額、年

数等によって決まるもので、事故等により保険を利

用した場合でも保険料は変わるものではございませ

ん。 

 それと保険料の件ですが、リース等もありますの

で、数字は違いますが、137台分の保険が１年間で

242万2,000円ほど、１台当たりですれば１万8,000

円程度ということになります。 

 終わります。 

○16番（宇都耕平君） 共済会の流れで、事故って

も金額は変わらないと、それは不幸中の幸いですよ

ね。しかし、いろんな公共の皆さんの税金でつくり

上げられた品物であります。緊張感を持って運転を

していただきたい。それが一番の我々の願いでもあ

り、こういう形で年間に242万2,000円からの支出を

しているわけですよね。であれば、それなりの形を

ちゃんと守っていただいて、進めていっていただき

たいと思います。 

 私が質問をするのは、もう一回、ドライブレコー

ダー設置だけで済む安全な、いちき串木野市であっ

てほしいと私も願っております。多種多様な社会に

なっております、現在ですね。都市型犯罪も多発し

ております。こっちでは、コンビニ等やいろんな施

設にも設置してあると思うんですけれども、今、防

犯カメラというのがついているわけです。そのよう

なことのないように、安心な安全なまちづくりを願

い、この項を終わりたいと思いますけれども、市長

答弁があればひとつお願いをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） ドライブレコーダーの一義

的な使命というのは、安全運転意識の高揚にあると
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思います。もちろん事故処理を迅速にできるか、そ

れもありますけれども、一番の使命は宇都耕平議員

がおっしゃった安全運転意識の高揚、意識を高める

ことにあると思います。御自身もドライブレコーダ

ーを設置して体験をされて、そのような思いで御質

問、御提言をいただきましたが、とにかく使用頻度

の多い車両からドライブレコーダーを設置して、安

全運転に努めたいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） それでは２番目の質問に入

ります。給水車導入についてであります。 

 ４月の熊本地震の様子を報道で見ていると、本当

に自然の脅威を感じます。亡くなられた方の御冥福

を祈り、被災された皆さんの一日も早い復旧・復興

を願っております。我々、川南消防分団でも10月29

日、30日に研修旅行で益城町も視察してまいりまし

た。まだまだ復旧の目途は立っておらず、道路は通

れましたが家屋は瓦れきの山で、ブルーシートがか

かっておりました。まだ、そういう家が大変多い状

態でございました。 

 災害は、いつどこで起こるかわかりません。本当

に他人事ではありません。備えあれば憂いなしであ

ります。 

 そこで、緊急災害時等における対応の中でいろい

ろとあるとは思いますけれども、まずは必要なもの

は水だと私は思っております。大災害時には自衛隊

なども出動をお願いして来ると思うんですけれども、

常日ごろの水不足にも対応できる給水車があれば非

常に役立ち、便利で安心で安全なまちづくりができ

ると思いますけれども、いかがなものでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、宇都耕平議員がお述べ

になられましたとおり、熊本の被災現場も視察に行

かれて実感として受けとめたというお話であります。

何カ月になりますかね、たしか北海道で６歳ぐらい

だったと思いますが子供が五、六日間、たしか自衛

隊の前の小屋にいて奇跡的に助かった、水を飲んで

いたという、水だけで五、六日間生き延びたという

ことですよね。 

 今、おっしゃいましたとおり、殊ほどさように水

はまさに命の根幹だと思います。いわんや災害時に

おいては、それこそ第一であります。現在、本市の

場合は給水車は保有はしておりませんが、災害時な

どの給水活動は所有している３基、１トンの積み荷

型給水タンクをトラックに積載して行っております。 

 しかしながら、昨年台風15号では長時間の停電が

発生し、現在の給水タンクでは加圧式でないことか

ら、高架タンクへの給水、本市でいいますと久福地

区へのタンク給水などに支障がありました。また、

今年の熊本地震の給水支援におきましても、給水活

動が制限されたことから、加圧式の給水車の必要性

を感じたところであります。 

 したがいまして、今後はこれらの自然災害に対し

まして迅速に対応していけるよう、体制を整えつつ、

加圧式の給水車の導入につきまして必要な財源確保

も含めながら検討してまいりたいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） 本当に前向きな、本当に大

事なことでありますので、新年度の12月の予算編成

の流れもありますので、ぜひ前向きに考えていただ

きたいと思います。 

 この周辺で、19市で持っているところはどの辺が

あるか、何か調べてありますかね。内容をちょっと

示していただきたいと思います。 

○上下水道課長（福山修司郎君） 県下19市におき

まして調べたところ、８市が加圧式の給水車を所有

しております。そのほか11市におきましては、本市

と同様の運搬積み込み型のタンクで対応をしている

ということでございます。 

 以上です。 

○16番（宇都耕平君） 今、８市が持っていると、

そういう、他のところが持っているからつくろうじ

ゃなくて、先ほど市長が前向きな答弁で、ぜひそう

いう形を取っていただきたいと思います。 

 大体どのぐらいの規模を考えておられるか、一、

二トンなのか、そのぐらいの金額というのは大体わ

かりますかね、そこを示していただきたいと思いま

す。 

○上下水道課長（福山修司郎君） 車両の大きさに

つきましては、一般的に２トンから３トン車が使用

されております。金額につきましては、約1,000万

円程度を見込んでいるところでございます。 

 以上です。 
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○16番（宇都耕平君） ２トンから３トンというこ

とで、1,000万円。いちき串木野市の市民のために、

そのくらいのという、皆さんの税金ですけれども、

お金は用意して、ぜひ前向きに検討していただきた

いと考えておりまして、この項は終わります。 

 ３番目にふるさと納税についてであります。 

 平成27年度は約３億9,000万円、４億円近くのふ

るさと納税寄附金が集まり、その成果と課題をまず

示してもらいたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 平成27年度のふるさと納税

の実績についてであります。 

 平成27年７月末からふるさと納税を活用した返礼

品を充実しました。特産の普及、ＰＲを図るために、

返礼品を充実したわけでありますが、パートナー企

業43社の協力により、さつまあげ、焼酎、マグロ、

ハムなどさまざまな、みそ、米などもですが、本市

の魅力ある特産品243品をそろえ、返礼品の充実を

したところであります。 

 このような取り組みにより、平成27年度は全国か

らなんと１万8,982件いただきました。金額にして、

３億6,051万円の寄附をいただき、これは前年度と

比較をしますと、件数においては約800倍というこ

とになります。寄附金額でも160倍に上がっており

ます。これらに伴い、寄附金額の４割相当に当たる

１億3,908万円をふるさと納税に対する返礼品とし

て全国にお届けすることができました。本市の特産

品のＰＲ、そしてまた、それぞれの地域企業の経済

の活性化につながったのではなかろうかと喜んでい

るところであります。 

○16番（宇都耕平君） 27年度の成果が非常に上が

ったと、それなりに職員の方々も一生懸命になって

努力されたことと思っております。そして、地元の

業者も潤ったということは、本当にいいことでござ

います。 

 ところで、今年度は12月、今月がピークと思うん

ですけれども、どのような取り組みを行っているの

か伺います。 

○食のまち推進課長（馬場裕之君） 平成28年度ふ

るさと納税の取り組み状況についてであります。 

 平成28年度は、多くの市町村がふるさと納税に本

格的に取り組んでいることや、熊本地震等の影響に

よりまして、本市が取り組みを始めました前年８月

以降と比較しますと、寄附金額は若干下回っており

ます。11月末時点での申し込み状況は、件数で１万

941件、寄附金額で１億7,379万円となっております。 

 そのため、利用者数最大のふるさとチョイスに加

えまして、10月からは楽天、12月からはＡＮＡ全日

空のふるさと納税のサイトから申し込みができるよ

うに、窓口の拡大に加えまして、鹿児島空港への看

板の設置や、新聞広告などによる大都市圏へのＰＲ

を多数行っております。 

 さらに、現在パートナー企業52社の協力によりま

して、魅力ある返礼品約400品目をそろえるととも

に、パートナー企業を対象にして商品販売促進や、

サービスの向上など、これらを目的としたスキルア

ップ研修会を行いまして、返礼品の質、量の充実も

図っております。 

 以上です。 

○16番（宇都耕平君） 今度、12月がピークになる

と思うんですけれども、約前の半分ぐらいですよ、

今のところは。それぞれの自治体も、本当にこれに

力を入れておるわけです。それに負けずに頑張って

いると、今、係の答弁でございましたけれども、そ

ういう自治体のところに、勉強に行くというか視察、

いろんな形はされたんでしょうか。そこをまず伺い

ますけれど。頑張っているところに行かなかったで

すかね。 

○食のまち推進課長（馬場裕之君） 自治体への研

修という御質問でありますが、本年１月に鹿屋市の

ほうに研修に行きまして、鹿屋市の状況等を伺って

きたところでございます。 

 以上です。 

○16番（宇都耕平君） 鹿屋まで行かれたら、鹿屋

もそれぞれの形で努力すると鹿屋の市長が発言をさ

れておりました。私も聞いております。そばの大崎

町がすごく、約十何億、約20億ばっかあげているん

ですよ。あれは、地理の問題、いろんなことにして

も、一生懸命、先ほどの質問の中でも、いちき串木

野市の職員がだらけているというのじゃないですよ、

一生懸命職員の人たちも頑張って、ああいう形がで
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き上がったと思うんですよ。であれば、大崎町に行

ってもらいたかったなと私は感じました。だから、

今、どこに行かれたですかって聞いたんです。 

 それと、近く、他県、宮崎県ですけれども、都城

が、約二十何億あげていますよね。それなりの返礼

のほうがウエイトを占めている部分もあるそうです、

それなりのですね。過剰気味のところもあるかもし

れませんけれども、金額としてはすごいお金だと、

市長も一番、これから頭の痛い予算編成の中で考え

られると思いますけれども、20億と十何億というと、

拘束されずにいろんな形で、子供たちのため、いろ

んな市民のために使えるお金ですよね。ぜひそうい

うことを職員に再三おっしゃって、知恵を出してい

ってもらいたいと思うんですけれども、市長どんな

もんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 本市では、先ほど、今、職

員が鹿屋に視察に行ったということを答弁いたしま

したが、さきに答弁いたしましたとおり、職員のア

イデアで鹿児島空港へ大きな看板ですね、３メート

ルと２メートル、志布志市の隣にうちの看板をかけ

ております。それからメディアに訴えることが大事

だということで、これも職員の発想で、ふるさとチ

ョイスというのが一番大きく取り扱っているようで

すが、10月から楽天、さらに12月からはＡＮＡのサ

イトにも申し込み、そしてまた、先だっては関東で

読売新聞にも広告を出しました、写真入りで。なん

と、あの関東界隈、読売新聞は一日500万部だそう

であります。私は友達から電話が来て、逆に知った

んですけれども、職員に聞いたらやりましたという

ことで。あと北九州にも出しましたら、たしか80万

部ですかね。だから、非常に反響があるようであり

ます。 

 ふるさと納税は、今、宇都耕平議員がおっしゃっ

ていますように、市民のため、住民のために本当に

貴重な財源になりますから、競争です。そのまちの

特産品の勝負のような感がいたします。とりわけ大

崎町は断トツですが、たしか27億ぐらいと記憶をし

ておりますが、断トツです。これは、黒牛、黒豚、

それからうなぎですね。都城は黒霧島、焼酎が非常

に評判だと伺っておりますが、今後もいろいろ工夫

をして、全国の皆さん方に喜んでいただけるような

商品開発をしながら、寄附をなさる方にとにかくま

ず興味を持っていただく。そして、寄附先として選

んでいただくような工夫を、これからも続けていく

べきだと思っております。 

 大変貴重な財源で、ありがたいことですから、こ

れがどんどん、どんどん御寄附をいただくことは

40％はお返しをしておりますので、私たちの願いで

ある地場産業の育成、発展につながるものでもあり

ます。そういった面でも、もちろん一般財源も使わ

せてもらいますが、これからも議会の皆さん一緒に

なって、いろいろ情報を集めながらいろんな工夫を

重ねていきたいと思いますので、お気づきの点、御

示唆いただきたいと思います。 

○16番（宇都耕平君） 今、御示唆をと言葉をいた

だきましたので、私の大した考えじゃないんですけ

れど、これからアイデアと、これはある程度一過性

のものになる可能性は腹にすえて頑張って、今のと

ころはブームになっていますけれども、そういう考

えで努力をされていっていただきたいと思います。 

 その中で私は、地場産業の一つである焼酎のこと

について語りたいと思いますけど、寄附された方の

名前入りのボトルでも返礼品とすれば、またその人

も家に飾って、おいもしたやっどとか、いろんなこ

とにもつながるかもしれないと、大したアイデアじ

ゃないんですけれども。それと薩摩焼の黒じょかで

飲んだり、おちょこですよね、そういうのも添付で

きれば、つければいいのではないかと思います。 

 それと、できたらその方の失礼かと思いますけれ

ども、誕生日を教えていただければということで、

記念品をそのときにでも、市長は前のころは私も知

っているんですけど、電話をされて本当にありがと

うございましたということで、市長みずから電話が

来たぞって僕の友達が寄附したところがそういう返

事が来たものですから、そういう形で努力をされて

いるのはわかるんですけれども、誕生日を教えてい

ただけませんかと、またそのときでも気持でもあれ

しますというような形で、おもてなしというかそう

いう花を持って対応すれば、それなりの形が続いて、

リピーターとしても流れができていくんじゃないか
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というのを感じるわけでございます。そういう方法

の仕方もあると思います。寄附の金額の多い方であ

れば、ひとついちき串木野市に招待してもいいんじ

ゃないですか。そういうアイデアもあってもいいの

じゃないかなと、夫婦の方であれば夫婦でいらして

くださいと。また、地元に来て、いちき串木野に来

て宣伝にもなって、また帰って、またそういう気持

ちになられて、こげんじゃったがよと、またそうい

う話が広がるのではないかなと感じるんですけれど。

そういうアイデアもひとつできたら取り入れていた

だきたい。職員の人たちはプロですから、それなり

のアイデアがあると思うんですけれど、ぜひそうい

うことも含めて前向きに検討していっていただきた

いと思います。 

 どんなもんでしょう。 

○食のまち推進課長（馬場裕之君） ふるさと納税

の返礼品の御質問でございますが、魅力ある新しい

特産品の開発につきましては、現在、新しい新商品

や限定商品の開発に加えまして、議員仰せの黒じょ

かのセットとかそういう返礼品もそろえております。 

 これらの開発をしていただくパートナー企業には、

本市の特徴を活かしました約400品目の返礼品を提

供していただいております。パートナー企業におい

ても、今回のふるさと納税をきっかけにして、魅力

ある特産品、返礼品をつくっていただきまして、全

国に向けた販路拡大に創意工夫をしていただいてお

りますので、今回の提案を受けまして、今後、パー

トナー企業とも十分検討をしていきまして、そのよ

うな商品開発につなげていきたいと考えております。 

 以上です。 

○16番（宇都耕平君） ぜひそれは考えていってい

ただきたいと思います。 

 それと、この前の新聞にまたふるさと納税のこと

が出ておりました。地元の方がよそにおって納税を

された。その形で地元に墓があると。墓参りのそう

いうところまで、かゆいところに手が届くというん

ですか、そういう形で請け負ってやっていると。そ

うなれば、よそにいて今でも恐らく木原墓地とかい

ろんな墓地を見守っておられる方がおられます。私

も知っている親戚がいて、この前墓を持って行かれ

たものですから、そこにもお礼に行った経緯がある

んですけれども、そういうのもあると。先ほど言い

ましたように、かゆいところに手の届くような形で

すれば、また、本当に先祖のお墓ですから、よそに

いてそれが一番気になる部分もあるんですよね。で

あれば、そういうのもありますよというのも入れて

いただければ、それなりに成果が上がるのではない

かということも、新聞に出ておったもんですから言

うわけですけれども、そういうのもいいなと感じた

ものですから、また考えていてください。 

 あと一つなんですけれども、企業団体のふるさと

納税というのがこの前新聞にも出ておりました。い

ちき串木野市はその形で取り組んでおられますか。

企業団体へのふるさと納税の件です。 

○市長（田畑誠一君） 企業版のふるさと納税につ

いての取り組み方でありますが、本年度創設された

企業版ふるさと納税は、地方版総合戦略に盛り込ま

れた地域活性化対策のうち、国の認定を受けた事業

に対して、本社所在地以外の企業が寄附した場合に、

法人住民税などが６割を限度に軽減される制度であ

ります。 

 本市においても、地方版総合戦略の中でどのよう

な事業が企業のニーズに合致するのか、また、本市

を応援していただけるかなど、今後、研究していき

たいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） この企業版、認定されて形

が動くということでございますので、ぜひこれも前

向きに検討していただいて、企業であれば大きくな

る部分もあると思うんですよね。ぜひ検討課題とし

て動いていただきたいと思います。 

 以上でふるさと納税については質問を終わります。 

 ４番目の市道向井永田線拡幅改良工事についてを

質問いたします。 

 崎野公民館は私の住んでいるところでございます。

国道270号線と県道戸﨑湯之元停車場線に接続する

市道が二つあります。もう一つは崎野堀線でありま

す。どちらも道路の幅員ですか、幅が狭くて、車の

離合が難しいところであります。 

 まずは市道向井永田線についてであります。現在、

民間開発で８戸の住宅建築が計画中でありまして、
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下水道の接続準備、いろんなことは予算も上げてい

ただきましてできつつあります。道路の幅が狭いも

のですから、自動車の離合が非常に困難であります。

交通事故の発生の恐れがあるし、ぜひそこの拡幅改

良できないものか伺います。本市の人口増にもつな

がるものですから、８戸ということは大きいもので

すから、崎野もそうすれば約50戸数になるものです

から、非常に皆さんも、集落の人たちも協力してお

りますので、ひとつどんな形で動きますかね。 

○市長（田畑誠一君） 市道向井永田線は、昭和49

年度から51年度にかけて、県単土地改良事業により

農道として整備をされ、昭和57年度からは町道に引

き継がれ、現在は市道として管理しております。 

 当該路線は国道270号と県道戸﨑湯之元停車場線

をつなぐ延長387メートルの路線であります。現況

の道路幅員は3.5メートルから4.8メートルと狭く、

車の離合が困難な箇所もございます。 

 しかし、現況は県単土地改良事業で買収した道路

用地と民有地との境界が画定していないことから、

今後、用地調査等を行い、事業実施が可能であるか

など検討してまいります。 

○16番（宇都耕平君） 農道からのその形でまだ画

定していないということでございますけれども、地

元としては地権者との話し合いも協力していきます

ので、ぜひ事業化できるように前向きに検討してい

ただけないでしょうか。市長、答弁をもう一回お願

いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 平成29年度、事業を実施す

ることが可能であるか判断するために、用地協会の

確認を行いたいと考えています。あわせて、地権者

や地元公民館の意見をいただきながら、事業実施が

可能か検討して、可能であればもちろん整備をして

いきたいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） ちなみに、この沿道には子

供たちが８名いるんです。事実です。その道路のと

ころに家をつくってあるところの。その中で、この

前270号で不幸にして、葵君が死んだ、一緒に学校

に行った中川君もそこに住んでいるものですから、

ちょうどすぐの道路ですから、非常に私たちも懸念

している部分があるものですから、ぜひその８名の

子供たちが安心・安全で通れるような形で、この道

路を拡幅していただきたいと崎野公民館の人たちは

思っております。崎野はおかげさんで子供たちが15

人も小さな集落ですけれどもおりますので、将来、

これから期待できる子供たちですので、ぜひ考えて

実施してもらいたいと。我々も公民館もそういう総

力をあげて地権者とも話をしまして、前向きに検討

していきますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。これでこの項は終わります。 

 続きまして５番目でございます。市長の地元の萬

造寺斉先生の顕彰についてでございます。 

 薩摩藩英国留学生記念館の運営も軌道に乗りつつ

あります。これからは、ソフト面で羽島を発信して、

一段と力を入れていきたいと私は思っている、もち

ろん市長も思っておられると思います。その中で、

ぜひ大人はもちろんですけれども、将来ある夢多き

子供たちの感性を大きく伸ばすことの一つとして、

文学に親しむことも大事ではないでしょうか。とき

の天才、秀才と言われていた人たちは、子供のころ

からよく本を読んでいたということでございます。

小学校、中学校、高校では図書室から本を借りて読

んでいたと。私が知っている子供も、本当に歩きな

がら本を読んでいた子供は、一橋を出て、今、県庁

マンになっているのもおります。本当に本を読みな

がら学校に行きよったような形を私は見受けており

ました。そういう形でございますが、これは余談に

なりましてけれども、そういうふうに本の中にいろ

いろな教養の答えがあるそうでございます。教育環

境の整備は大人の責任であると思います。その中で

萬造寺先生のような立派な先生が羽島から輩出され

たことは本市にとっても誇りであり、子供たちにと

っては将来の夢にもつながるのではないかと考えま

す。 

 この質問をした次第であるのは、そういうことで、

萬造寺先生はどういう形でこういうふうになられた

かという流れをひとつできたら教えていただきたい

と思います。 

○市長（田畑誠一君） 郷土が生んだ歌人、萬造寺

斉先生についてでありますが、「串木野よなつかし

此処にうまれたる斉の歌を口ずさみ行く」。この歌
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は師匠である有名な与謝野鉄幹さんと言えばいいん

ですか、与謝野鉄幹が串木野を訪れた折、門下生の

萬造寺斉を思って詠んだ歌だそうであります。 

 萬造寺斉先生は東京帝国大学、現在の東大ですね、

東京帝国大学に進学するとすぐに与謝野鉄幹の門下

生となり、全国的に有名な石川啄木や高村光太郎、

北原白秋など多くの歌人、詩人と交流を行っておら

れ、彼らと同世代を生きた歌人であります。萬造寺

斉先生は青年時代には、七高に萬造寺斉ありと言わ

れ、晩年には薄幸の歌人と言われ、昭和32年70歳で

お亡くなりになっております。 

 同年11月に串木野市が主催をし、鹿児島県も協力

して文学祭を母校である羽島小学校で行われたそう

であります。昭和35年には、羽島崎神社境内に歌碑

が建立され、除幕式にはときの著名な歌人佐藤春夫

氏も出席するなど、盛大に行われました。墓は生ま

れ育った羽島の青い海を見渡せる丘の中腹に建てら

れています。 

 なお余談でありますが、串木野高校の再興に一生

懸命大変な御尽力をいただいております久野先生、

東大を出られたですね、串高から、日比谷高校の校

長をなさった、久野先生は東大生で、この昭和35年

の歌碑が建立されたときの除幕式に学生として参加

をされているそうであります。 

○16番（宇都耕平君） 今、萬造寺斉先生の人とな

りが一連として市長から伺いましたけれども、ここ

に私は川辺の青の俳句という形で川辺にこの質問を

するためにいろいろと資料をもらいに行ってきまし

た。例として、川辺の青の俳句ということで、これ

はメジャーになっておりまして、今回でこの前あっ

て18回目ですよね。それについて少し述べていきた

いと思います。 

 第１回目の福永耕二賞は北京オリンピックの男子

400メートルリレーの、今タレントになっておりま

す宮下純一選手、これが第１回目の甲南高校１年の

ときの俳句で、福永耕二賞を取られたそうです。第

１回目だそうです。宮下純一、水泳の背泳ですよね。

彼です。彼が甲南高校の１年のときだったそうです。

平成11年です。その句が「声援がしぶきにぬれて泳

ぎ切る」という句だったそうでございます。その宮

下選手が高校生活で培った感性のあらわれではない

かと、私は現在でも生きていると思っております。 

 人生の進路を決めるような表現ができるのも感性

の豊かさと考えますが、市長どのように思われます

か。 

○市長（田畑誠一君） 人生の、何と言えばいいん

でしょうか、勝利者と言えばいいんでしょうか、人

生を立派に築き上げた、人様から、社会から尊敬さ

れる方々というのは、もちろんその方々の努力が一

番だと思いますが、その努力の中に潜んでいる素養

というのは、私も、今、宇都耕平議員がおっしゃら

れますように感性の豊かさだと思います。私もその

ように思います。 

○16番（宇都耕平君） くどいようですけれども、

勉強した分の質問しております。 

 川辺の青の俳句の冠となったのが福永耕二先生の

青ですよね、青というのは青少年の、少年少女の青

と、それと川辺町のふるさとの色が青に表現され、

そして福永耕二先生が俳句の中で青を使っておられ

た句が多いということで、「かわなべの青の俳句」

そういう形になったそうであります。 

 本市の羽島のことを言いますと、羽島のイメージ

を考えますと、今回の萬造寺先生の「緑の国へ」と

いう出版の私たちにも買っていただきませんかとい

うことで、今日は欠席されて、けがをされたそうで

すけれども松崎議員から頼まれまして、我々も、ほ

とんどの議員の方も買われたと思うんですけれども、

ここに「緑の国へ」ということでこれを出版される

ということで私たちも資料をもらっておりますけれ

どもこういうのができ上がりつつあるそうですね。 

 これを機会にして、ぜひ今度は萬造寺先生は緑と

いう形を取っておられ、「緑の国へ」ということで

すので、それを冠にして、向こうは青という形で川

辺はなっておりますから、バランス的にもその方が

通りやすいのじゃないかと感じるんですけれども、

ぜひ萬造寺斉先生を冠にした形で、短歌なり俳句な

り、そういう形を立ち上げられないか伺いたいと思

います。 

○教育長（有村 孝君） 私でよろしいですかね。 

 今、緑のというのを私も初めて気がつきました。
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実はいろいろ考えていることがあるもんですから。

市としましては、今、議員仰せのとおり、萬造寺斉

先生を顕彰する、あるいは先ほど来ありますように、

短歌・俳句、日本語の持つ素晴らしさやリズム、郷

土を愛する心を育むなど、非常に人間の感性を育て

るという、あるいは青少年の感性の育成に役立つ、

これが俳句であり短歌であろうと思っております。

また、そのことが市民の教育文化の高揚を図れるよ

うな短歌大会を開けないかという御質問じゃなかろ

うかと思います。 

 市としましては、数年前から実は構想をしており

まして、短歌大会の開催を検討してまいりました。

昨年度はその前段階として、ふるさと三行詩大会を

開催しております。これは国文祭に合わせて、国民

文化祭の際に行いました。本年度は２回目を実施し

たところでございます。 

 なお、来年はちょうど萬造寺斉先生の没60年を迎

えるに当たりまして、萬造寺斉先生の没60年を顕彰

するとともに、先ほど申しましたような人が人とし

て生きていくための感性等を育てていこうと、その

ような短歌大会を発展的に開催できないか検討して

いるところでございます。 

 今後は、この短歌大会の開催に向けて、関係機関、

羽島もそうですけど、羽島まち協とか羽島顕彰会と

いうところもございます、また毎年萬造寺先生の命

日である７月９日に婦人会が墓前祭という、萬造寺

先生の望郷歌というのを三句、墓の前で歌っていら

っしゃいます。私も初めて参加をさせていただきま

した。感動しました、すばらしいことだなと。やは

り、先人、偉人をこれほど顕彰して、長く墓を初め、

いろんなことで顕彰していらっしゃるんだなという

地域性を感じたところでございます。 

 そういうことで、羽島を初めそういったいろんな

関係団体、短歌協会とかございますが、そういった

ところから情報収集とか連絡調整を行って、開催に

向けていく予定でございます。 

○16番（宇都耕平君） 非常に前向きに考えておら

れるようでございます。ぜひ、薩摩藩英国留学記念

館もできたし、羽島を発信するにはもってこいの形

だと思います。まして市長の地元でもあられるし、

ぜひ子供たちのためにもそういう形を取っていただ

きたいと思うんです。その形は地元に実行委員会で

も立ち上げて、萬造寺斉先生の顕彰会という形をつ

くっていただき、それで動くという形を取っていた

だきたいと思っております。 

 ちなみに今年度の新聞に載っておるんですよ。川

辺の青の俳句の形で。県内外から、これは小中高が

対象にした俳句の形ですよね。６万9,553人の句が

来たそうです。12万7,957句の応募があって、その

中の小学校の部門の特選がこれを見ますといちき串

木野市が載っているのかなと見たところが、小学校

５年生の部に神村学園の児童ですかね、女の子だと

思います、この人が小学校の部で１人、中学校はお

りませんでした。そして高校の部で、市来農芸が、

やはり我々はうれしいですよね。６年連続特選の形

で載っております。これは恐らく国語の先生がおら

れていろいろと指導されておると思うんです。先ほ

どからおっしゃるとおり、教育長は専門ですけれど

も先生の力というのは大きいと思うんです。そうい

う形で指導されて、高校の部は１年生が４人、２年

生も４人、３年生はもう卒業前だからなお力を入れ

たと思うんです９人もあっての特選の部で、恐らく

学校賞も連続して、高校では一番先に載っておりま

す。市来農芸が本当にいろんなことでも頑張ってお

って、来年も市長が市来農芸にも手を差し伸べると

いう形でやっておられますから、ぜひそういう形を

取っていただいて、このいちき串木野市のほうの萬

造寺斉先生の形もできるように努力していただきた

いと思うんですけれども、いまひとつ、市長に答弁

をいただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 子供たちの将来に夢をとい

うことで、感性が非常に大事じゃないかというお話

をずっとお述べになっておられますが、みずから宇

都耕平議員、川辺のほうに出向かれて、今の青の俳

句大会、伝統ある、これも実際視察をして聞いてき

たというお話であります。わけてもその中で、今、

高校の部トップで市来農芸高等学校が６年連続で、

これは本当に誇りであります。市来農芸高等学校は

俳句、標語で全国でいつもトップクラスであります。

その都度、私は体育館に生徒を集めて表彰をしてお
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ります。子供たちに自信を持ってもらいたい。あと

に続いてもらいたい。先輩方も喜んでいただきたい

という思いで、従来、教室で表彰状を渡しておられ

たみたいですけれど、それはもったいないと、体育

館でしなさいということで私が行って体育館で伝達

しています。みんなに自信を持ってもらいたいとい

うことでしております。 

 川辺の青に対して緑をという冠という大変ありが

たい、すばらしいなと思ってお聞きをしておりまし

た。緑といいますと、それぞれの思いが横溢すると

言いますか、すがすがしいとかみずみずしいとか横

溢する姿を表現した言葉に、緑滴るという言葉がご

ざいますよね。とってもいいことだと思います。今、

羽島の萬造寺斉先生のお話をなさりましたが、顕彰

につきまして教育長のほうからるる説明がございま

したとおり、羽島の婦人会のほうでは命日にずっと

墓前祭をしておられます。お墓参りの清掃などもず

っとしておられます。それから史跡顕彰会では、９

年前50回忌の法要もされました。それから先ほどお

述べになられました、羽島史跡顕彰会で萬造寺斉先

生が大正時代に鹿児島新聞、現在の南日本新聞です

ね、掲載された長編小説「緑の国へ」を刊行するこ

とで準備を進めておられます。 

 こういったことで、市といたしましてもホームペ

ージに萬造寺斉先生生誕の地とか、そういったこと

をお知らせをしているわけでありますが、これから

も、今、宇都耕平議員おっしゃいましたとおり、い

ろんな地域で取り組んでいる姿を、市としてもその

活動を支援してまいりたい、応援してまいりたいと

考えております。 

○16番（宇都耕平君） とにかくこの萬造寺先生の

今度は本が出版されるわけですよね。この本をチャ

ンスとして捉えて、ぜひ積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。私も、いちき串木野市を歌った

愚作というか駄作ですけれども、ひとつ聞いてみて

ください。俳句と短歌をつくってみました。 

 「食のまち四季折々の色を添え」、俳句ではこう

いうのをつくってみました。 

 それと先ほどから教育長がおっしゃるように薩摩

藩留学生を冠としていろんなことを子供たちとやっ

ているということでございましたので、短歌といた

しましては、「羽島沖 夢と不安の船出かな 薩摩

の誇り 黎明の地よ」という歌を、駄作でございま

すけれどつくってみました。皆さん眠気を覚まして

ください。そういうことで、私も詠んでおりますの

で、こういう夢もあるし、また皆さんのそういう形

でできればいいがなと思っておりますから、広く子

供たちやら大人も含めて、こういうふうにぜひ前向

きに検討していただきたいと思います。 

 続きまして６番目の質問に移ります。今度は市長、

頭が痛くなるかもしれないけれども、生福保育所の

民間移譲についてを質問したいと思います。 

 民でできることは民でという謳い文句で小泉政権

時に規制緩和を推し進め、また、行政改革を行い市

町村合併を推進した挙句、地方自治体は疲弊し、少

子高齢化が進み、本市も３万人を切り、今日見たら

２万8,915人でしたかね、なっておりました。合併

特例債の飴と、これからは交付税ですか、交付金減

額の鞭がひしひしと押し寄せてきます。市町村合併

と行政改革は地方切り捨ての何物でもないと私は思

っておりました。都市一極集中により、１票の格差

で、地方、特に鹿児島県も国会議員も一人減り、地

方切り捨てで地方の声は国に届きにくくなります。

まことに残念でなりません。しかし、現実として受

けとめ、本市をどうにかしなければなりません。 

 ５年前に市来保育園を民間に譲渡した経緯があり

ました。そのとき私は、市来と串木野市に公立を一

つずつ残してはと訴えましたが、それはかないませ

んでした。その後、生福保育所は療育園を併設して

いたということで、現在に至っております。療育園

も移転し、公の施設に関する管理方針からすると、

生福保育所の民間移譲の環境も整ったと思っており

ますが、どのように考えておられますか、伺います。 

○市長（田畑誠一君） 生福保育所の民間譲渡につ

いてであります。 

 生福保育所につきましては、平成23年３月改訂の

公の施設に関する管理方針では、療育園との調整が

必要としておりました。近年出生数は年々減少傾向

にありますが、市内保育施設入所児童数は働く女性

の増加や核家族化等により、増加傾向にあります。
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このような状況の中、待機児童を出さないため、こ

れは市の努めでありますので、平成23年度の505人

の定員から、民間保育所等に協力をいただき、毎年

定員を増やし、平成28年度では市内６園及び認定こ

ども園の定員を115人、生福保育所においても30人

増やして、650人としております。 

 これに対し、平成28年度12月の市内保育施設の入

所児童数は737人で、定員を超過しており、待機児

童の発生も危惧される状況にありますので、民間保

育所の入所が困難になった場合は生福保育所におい

て調整し、待機児童を出さないようにしております。

待機児童対策は市の責務であることから、現在、生

福保育所は民間保育所の入所が困難な場合、無理し

てでも待機児童を出さない政策をもとに、市の判断

で入所が行える調整機能を持つ公立保育所として運

営しております。 

 同保育所の民間譲渡につきましては、今後の入所

児童数の推移などを検証し、検討を続けていきたい

と考えております。 

○16番（宇都耕平君） 待機児童を出さないための

一つの形を取っているという、それはいいことです。

今の生活から言いますと、それぞれの生活様式が変

わって、奥さん方もみんな働いておられるわけです

から、そういうのに対応できる形を取っておれば皆

さん安心して働けると思いますので。しかし、これ

から私は市来から出ているものですから、そのとき

はそれが済んだら生福保育所も民間移譲するという

ことを市長も強く言っておられた記憶があるもので

すから、今日はこの質問をしたわけです。 

 先ほど、民ができるものは民でということですけ

れども、民営活力も導入してもいい時期に来ている

のではないかと思います。それなりの形で今度は幼

稚園と保育園のこども園ですか、併設した形も生ま

れた形であると思うんです。国の指導としてもそう

いうのを取っておりますから。それを見ますと、人

数が大分まだ入る余裕があるようですので、ぜひ今

回はまた、そういう様子も含んでですけれども前向

きに民活導入も考えていただきたいと思いますけど、

市長の答弁をもう一回伺います。 

○市長（田畑誠一君） 宇都耕平議員おっしゃいま

すとおり、私も思いは全く同じであります。ただ、

近年冒頭に先ほど申し上げました働くお母さん方が

増えたといいますか、505人の定員だったんですけ

ど、650にしても足らずに737人という、28年度こう

いう状況です。それで、それはどうしてかと、ちな

みに申し上げますと、平成23年度で言いますと入所

児童は619人で、未就学児の入所率は37.9％だった

んです。ところがなんと、先ほどから申し上げてお

りますように、そういう形で入所するあれが増えて

きてますから、４年後の27年度は10％、732人入所

しているんです。それで、民間の保育所とか認定こ

ども園にお願いをしても、目いっぱいのところまで

入れてもらっているんですが、これ以上入れられな

いんです。これ以上入れられないから待機児童を出

してはいけないので、今の生福保育所だったら、

少々無理をしてでも待機児童を出さないような政策

をもとに、市の判断でいろんな調整ができますので、

今はここでカバーをしている状況なんです。だから

落ち着いた状況が出ますと、目指すは民間移譲です。

その思いに変わりはございませんので、今しばらく、

この推移を今の調整機能として、生福保育所を運営

しているという状況でありますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○16番（宇都耕平君） 全ての項は終わったんです。

本当に前向きないろんな検討をしていただいて、ぜ

ひいろんな形で実行していただきたいと思います。 

 私の全ての質問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、田中和矢議員の発言

を許します。 

   ［３番田中和矢君登壇］ 

○３番（田中和矢君） 前の質問者の萬造寺斉先生

とか川辺の青の俳句の後に、非常に現実的な、高尚

な話の後で気が引けますが一般質問をやらせていた

だきます。 

 九つの公民館からなる中央地区まちづくり協議会

の施設等について質問をいたします。 

 現在のいちき串木野市の世帯数は１万3,449世帯

です。そのうちの1,484世帯が中央地区にあります。

これは全体の11％に当たります。市の人口は11月末

で２万8,915人です。そのうちの3,152人が中央地区
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に住んでいます。人口においても11％を占めており

ます。 

 これほどの大所帯である中央まち協の事務所が、

わずか７坪14畳の狭い場所で運営されております。

旧鹿児島銀行の金庫室跡を使っているため、窓もな

く閉鎖的なスペースで精神衛生上の面からもよくな

い環境です。中央まち協は設立当初からしますと、

たくさんの新しい事業を追加し、活発な活動をして

おります。その中央まち協事務所がドリームセンタ

ーとの併用で、かなりの不便を強いられている状況

です。 

 今後、共生・協働まちづくりを進める観点からも、

新たな交流センターを設置あるいは空き店舗等の利

用、活用はできないものか市長にお伺いいたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 田中和矢議員の御質問にお

答えをいたします。 

 交流センターの設置に当たりましては、共生・協

働のまちづくり推進計画において、各地区にまちづ

くりの拠点となる交流センターを整備することとし、

基本的に既存の公共施設を活用するという方針で設

置をしております。 

 中央交流センターは、ドリームセンターと共用施

設であるため、利用しづらい面はありますが、これ

までも地区の御要望に応じ、看板の設置、備品棚や

倉庫の整備、駐車場の確保など、施設の改善を図っ

ているところであります。また会議室の利用に当た

っても、他の予約がなければ自由に利用できるよう

に申請手続きを簡素化するなど、利便性を図ってい

るところであります。 

 しかし、事務室は仰せのとおり閉鎖的で狭いこと

から、御不便をおかけしていることは理解をしてお

ります。この地域には、ドリームセンターのほか、

同じような機能を持つまちなかサロンであったり、

新たにかっちぇるも整備されることとなっておりま

す。今後、各施設、各団体がどのように施設を利用

し、どのように連携していったほうがそれぞれの施

設が持つ機能を有効に活用できるのか、地区の皆さ

ん、指定管理者とも協議をしながら、交流センター

のあり方を含め対策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

○３番（田中和矢君） 今、市長から御答弁をいた

だきましたけれども、実はこの一般質問をするきっ

かけとなりましたのは、去る11月22日火曜日に19時

30分から２時間ほど、中央地区の皆さんが約三、四

十名の方が集まっていただいて、その中でいろいろ

とまち協の方、あるいは住民の方から要望とか質問

とかあったものを私なりに取り上げてみたわけです

が、決してこれはまち協の皆さんから、役員の皆さ

んからこう言ってくれと頼まれているわけではあり

ませんけれども、こういった質問をいたしますと既

存の方針が市の方針として基本的に既存の公共施設

を利用するということをもう何回となく繰り返され

ます。ところが、今朝の同僚議員の御質問でもあり

ましたけれども、極端に言いますと劣悪な環境で私

どもの中央まち協の事務所は活動をしているわけで

す。そこで何とかそういう基本的なこと、あるいは

方針というのは十分わかりますけれども、そこを何

とかやっていただくのが血の通う温かい市政、市長

の力量ではないかと思いますので、紋切型と言った

ら大変失礼ですけれども、これが行政のやり方だと

いうのは理解できますけれども、そこを御高配を願

って、あの状況を市政懇話会の終わったときに実際

に現在の中央まち協の事務所を快く市長も見てくだ

さいましたので、そのときの感想をちょっとお聞か

せください。 

○市長（田畑誠一君） 市政懇話会をしていただき

まして、たくさんの皆さんから御意見をいただきま

した。私も済んだあと田中議員とまち協の会長さん

とも御一緒に事務室なども見させてもらいましたが、

本当におっしゃるとおり、これは狭くて閉鎖的で、

これは本当に不便を来しておいでだなということは

私も直観として本当に受けとめた次第です。 

 一つの地域に一つの拠点となる交流センターをと

いうのが共生・協働のまちづくりの基本的な考え方

ですが、その中で一挙には全部はできませんので、

既存の施設があるところはそこを何とか工夫をして

やっていただいてというのが今の方針であるわけで

あります。 

 先ほど申し上げましたとおり、本当に窮屈な思い



 
- 98 - 

をさせて、現代社会の中で何と言いますかお気の毒

なあれだなということは本当に重々わかっておりま

すけれども、あの地区にあるドリームセンターとか

まちなかサロンも大きく活用されておられるようで

すから、また今度はかっちぇるの整備も、きのう私

も現場を見に行きました。いよいよこれから改装す

るんで今の状態を見に行きました。どれぐらいの広

さなのかとか見に行ってきたんですが、そういった

こと等も今後考えて、各施設が、各団体にどのよう

に利用されているのか、それからどのような機能が

有効に活かされているのか、そういったこと等を指

定管理者の方、地域の皆さん方とも協議をしながら、

まずは今の状況で何かよりベターな方法はないもの

か検討してみたいと考えております。 

○３番（田中和矢君） 事前のあれには新設を、独

自の交流センターは設置できないかと書いてありま

すけれども、必ずしも新設を意味しているわけでは

なくて、近くには例えばまるいストア跡とか、名前

を挙げていいのかわかりませんが結構大きな、具体

的に言いますと花牟禮病院の西側の角にあります50

坪ぐらいのガラス張りの使いやすそうなところもあ

りますし、それから場合によっては植村組にも空き

スペースもあるようです。こういった交流センター

というのは、できれば１階でないと、年々高齢者が

多くてなかなか上に上がっていくのは大変ではあり

ますが、しかし、今、私がお話をしているのは事務

所ということですので、歩くのに不自由な方は余り

おられません。割合元気でまちづくりに積極的な、

熱心な方ですので、そのことを申し上げているわけ

ですから、先ほどから前の福田清宏議員のときの回

答でもありましたけれども、平成25年のどうしたこ

うしたとかそういうのもありましたけれども、平成

22年度に作成した共生・協働のまちづくり推進計画

においてというような回答も中央まち協に懇話会の

後に回答も文書できておりますが、この平成22年と

いうのはまだまち協の活動が本格化していなくて、

まち協を立ち上げる状況のときですから、これほど

まち協の活動が活発化し、それからたくさんの事業

をするようなものを想定していない状態での併設と

か併用とか仮の宿的な事務所だったと思いますので、

現在、中央まち協の皆さんが相当な数、他地区にも

負けないどころかリードするいろいろな活動をなさ

っておりますので、ぜひそこのところは原理原則だ

けをおっしゃらずに、何とか配慮していただきたい

と。 

 それから、将来的な課題として関係各所と調整を

するとおっしゃいますので、劣悪な環境とかあるい

は大変な苦労をしている人たちというのは、それが

いついつまでに改善されそうだという目安があれば、

我慢もできるし希望もあるわけですから、具体的に

あと１年待ってくださいとか、例えば30年度までに

は何とか調整しますというようなことを具体的に目

安を示していただければ、非常にやりやすいのかな

と思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから申し上げており

ますとおり、非常に窮屈な思いをして、そんな中で

大きなまちで中央まち協の方々が活動をなさってお

るということは大変ありがたいことだと思っており

ます。 

 先ほどから申し上げておりますとおり、この地区

にはドリームセンターとかそれからまちなかサロン

も活発に活用しておられます。それから今度は、早

速かっちぇるプロジェクトも工事にかかりますので、

まずはこういった、今、例えば挙げている３つの施

設、どのような活用がなされて有効利用がされるの

か、そういったこと等も踏まえながら、次の考えと

いうのをいろいろ方策というのを考えてみたいと思

っております。まずはこの三施設を誘起的に機能さ

せるにはどうしたらいいかということを見守ってみ

たいので、そのように御理解をいただきたいと思い

ます。 

○３番（田中和矢君） まちなかサロンとか具体的

におっしゃいますが、まちなかサロンではイベント

や行事、それからちょっとした会議とかはできます

が、今、私がお願いしていますのは事務所のことで

すので、何とか事務所を、まちなかサロンでまち協

が使いますと、ほかの方々、ちゃいっぺなんとかと

か、いろんなことをたくさんやっておられます。映

画もやっておられます。それから各種絵画やいろん

な写真展などの展示もなさっています。そういった
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ことをやる関係上、事務所としてはちょっと使うこ

とは無理なので、余りくどくど言っても仕方があり

ませんので、市長の前向きな答弁、それをいただい

た上で、その前向きがなるべく期間的に早く実現す

るようにお願いしまして、２番目の質問に移ります。 

 ２番目の災害避難場所に関することですが、中央

交流センターは災害時の第１避難場所に指定されて

いますが、特に台風のときなど進路等や緊急の情報

収集のために最低限必要なテレビが設置されていま

せん。避難してこられた高齢者や一人暮らしの方々

は大変な不安な状況で何の情報も得られないなか、

とても長い時間を過ごすこととなります。中央地区

は汐見町、春日町、東塩田など海抜２メートルの地

域がかなり広い範囲にあります。昭和46年８月、ダ

ムの放水の仕方も関係したかと思いますが、この３

つの地域を中心に大洪水を経験していることは皆さ

んも記憶されておられると思います。 

 あれから50年近くが過ぎますが、最近の異常気象

でゲリラ豪雨も各地で発生しております。テレビの

ニュースを見ていると全国各地で車などがぷかぷか

水に浮いている場面がしょっちゅう出てまいります。

いちき串木野市も、いつ何時局地的な豪雨に見舞わ

れるかもしれません。 

 また、65年前、ちょうど私が生まれた年なんです

が、昭和26年10月に起こったルース台風のような想

像もつかないような超大型の台風が来るかもしれま

せん。つい最近でも、たまたま避けてもらえました

が、かなり大きな台風もほかのところに襲来してお

ります。最近どうも日本列島の気象が怪しい。誰も

がそう思っておられると思います。自然が一度牙を

むきますと、私たち人間の力ではどうすることもで

きないのが自然災害であります。このようなことを

踏まえ、中央まち協では防災避難計画や訓練等、自

主防災組織をつくり、災害に備えているところであ

ります。 

 不安は孤立の中から生まれると言います。その解

消のためにも、より速く、より安全な行動が取られ

るように、ぜひともただいま申し上げておりますテ

レビの設置をしていただきたいと強く要望、希望い

たします。 

 この件に関し、市長の御見解をお伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） ただいまの

件にお答え申し上げます。 

 ドリームセンターの２階は、通常は会議室として

利用されておりますので、現在テレビは設置してお

りません。 

 しかしながら、災害時に避難所が開設された際は、

災害情報の収集用として、１階にテレビがあるんで

すけれども、その１階にあるテレビを有効活用いた

しまして、避難所要員として職員が駆けつけますけ

れども、その職員が速やかに２階の避難所へ移動さ

せ対応したいと考えております。 

○３番（田中和矢君） テレビをすぐに２階へ持ち

運んで対処するということですが、あえて言わせて

もらいますと、中央まち協はかなり先ほどからずっ

と言っていますように、かなり悪い状況で我慢して

やっております。だからテレビぐらいは、何も中央

まち協でバラエティ番組を見たいとかそういうこと

を言っているんじゃないんです。せめてテレビが32

型でも、今、そう高いものでもありません。何か迷

惑施設とか不利益なものがあれば、国でも県でもそ

れにかわる何か面倒を見ますよね。その一つとして

中央まち協の中にテレビ設置をしていただきたいと

いうことを希望しているわけです。 

 その件に関してはいかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） ただいまの

テレビ設置の件ですけれども、ほかの交流センター

においても、特に設置している状況というのがなか

なかありませんので、ほかの交流センターと平等的

な対応をさせていただきたいということで、よろし

くお願いしたいと思います。 

○３番（田中和矢君） まちづくり防災課長は、先

日の東議員の回答のときにもおっしゃっていました

が、上名交流センターの使い方についてのときも、

原理原則をおっしゃっていました。行政のプロとし

て、行政の職員として、それはそのとおり、それを

言うしかないと思います。あとでごめんなと言われ

るような気もしますが、仕方がないというのはわか

りますが、そこを何とかしてもらうのが市長の決裁

権であったり隣におられる副市長の度量で何とかし
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てやれというようなことはできないものでしょうか。

再度しつこいようですがお伺いいたします。 

○副市長（中屋謙治君） ドリームセンター２階な

んですが、災害時は確かに避難所という形で使われ

ます。１階がテレビを設置してあって、そちらでも

よろしいんでしょうけれども、２階のほうが畳があ

るということでそちらのほうで避難をされておるよ

うでございます。 

 ２階にテレビ、通常の会議のときに使われるよう

であればなんでしょうけれども、そのときというこ

とで、災害時職員が避難所要員ということで参りま

すので、１階の部分につきましてはそのとき使いま

せんので、１階の分をそちらのほうに移設をすると

いう、そういうことで情報収集対応できないかなと

いうことで御理解を願いたいと思います。 

○議長（中里純人君） 田中議員、質問の途中です

が、ここでしばらく休憩いたします。再開は午後３

時20分とします。 

○３番（田中和矢君） １点だけ。今の件は了解し

ましたということで、終わりにしておいてください。 

             休憩 午後３時04分 

             ───────── 

             再開 午後３時20分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○３番（田中和矢君） 先ほどのテレビの件と似た

ようなことになるかもしれませんが、あえてお聞き

します。 

 情報量の増加や情報資源の入手方法が多様化して

いる昨今、事務所にインターネット及びパソコン等

を設置、又は対応できないかお伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） まちづくり

協議会に対しましては、パソコンとプリンター１台

ずつの購入経費を助成しておりまして、既に各協議

会に設置されているところでございます。２台目以

降につきましては、それぞれのまちづくり協議会で

対応していただくこととなっております。 

 また、インターネット回線につきましては、事務

室に電話回線を整備しておりますので、それを活用

していただければと考えております。協議会におき

ましては、ホームページを作成し、インターネット

により情報発信をしている協議会もありますが、プ

ロバイダー契約など、インターネットの環境の整備

につきましては、それぞれのまちづくり協議会の取

り組みとして対応していただいているところでござ

います。 

○３番（田中和矢君） 先ほど来、中央まち協の事

務所状況をお話しておりますが、その回答として今

も課長がおっしゃいましたが同じことの繰り返しで

あるように思いますけれども、基本的に既存の公共

施設を活用する方針とか、今、おっしゃったような

ことを了承していただくとか、今、おっしゃったよ

うなことを理解していただきたいとの答えです。 

 しかし、あの中央まち協の事務所は狭い。ともか

く狭く環境の悪い部屋で皆さん頑張っておられます。

何回も申し上げますが、窓もない狭いところでの作

業や会議となりますので、せめてインターネットと

パソコンの件は何とか市の備品としてでも貸してい

ただくことは無理なのか、再度お伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 先ほども申

しましたけれども、既に16地区のまちづくり協議会

全てにパソコンとプリンターは整備をしてある状況

でございます。 

○３番（田中和矢君） そうですか。どうも我が中

央まち協のそういったものを担当する方から、懇話

会の中でも質問がありましたし、私にもこの件に関

しては田中議員は原発のこととか市全体のこととか

戦争のこととかなんとかかんとか大きなことばっか

り言っているけれど、まち協のこういった地元の備

品のこととか足元のことを言ってもらわないと、来

年の11月がなんたらかんたらとか言われまして、実

は私はいつになく一般質問が中央地区に特化してお

話しているような状況です。 

 課長のおっしゃることはわかりましたので、帰り

ましてそのように伝えておきます。 

 次に、隣接の「かっちぇるプロジェクト」の建物

内にというところですが、11月22日の中央地区市政

懇話会の後に先ほども言いましたが、市長にも例の

部屋を見ていただきました。狭い部屋で使いにくい

部屋を改善できるのか、どういう角度からお尋ねし
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たらいいのか、何とか我々の要望とかを聞いていた

だけるのか悩んでおりましたが、例えば一つの考え

方として、現在の中央交流センター隣接の、現在カ

クダビルと言っていますが、昔のキヨミズ宝石店の

跡です。12月から既にリフォームが始まっているわ

けですが、このカクダビルの建物の中に中央まち協

の部屋を、せめて今の倍ぐらいの部屋を確保してい

ただけないものかお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） かっちぇるプロジェクトに

つきましては、空きビルを留学生等の居住、交流施

設として再生し、商店街活用によるまちの賑わいの

創出と労働力確保を通じた産業振興を図る取り組み

として、国の地方創生加速化交付金の決定を受けた

ものであります。お願いをして受けたものでありま

す。改修の事業主体、運営主体は商工会議所となっ

ており、改修に当たっては商工会議所、神村学園、

中央通り会、青年会議所などからなる推進委員会を

設置し、また、ワークショップによりアイデアを出

し合いながら進めてきたところであり、今月着工す

る運びとなっております。 

 建物の活用についてであります。交付金決定の趣

旨や運営主体となる商工会議所の意向などもあり、

また、改修工事と並行して運用計画を検討している

段階にあり、建物には留学生等入居者のキッチンス

ペース、学習室等を兼ねたサロンスペースを予定を

しているところであります。 

 まちづくり協議会の皆様が会合やイベントの準備

などで、これらのスペース、設備を御利用いただけ

るかと思いますが、中央地区まちづくり協議会使用

の部屋を確保することは予定されておりません。 

 いずれにしましても、今後については、商店街活

性化施設として、市のドリームセンター、商工会議

所のまちなかサロン、かっちぇるの運用状況を見な

がら、地区や関係団体の皆さんとも協議し検討をし

てまいりたいと考えております。 

○３番（田中和矢君） 今、かっちぇるプロジェク

トの使用目的とかを市長から御回答いただきました

が、実はこのビルの家主さんとこのビルを貸してく

ださるように説得交渉する際に、一番強調したこと、

最初は余りいい返事ではなかったんですけれども、

一番お願いしたこと、苦労したことと言いますと、

地域住民の方に役立つ施設に使うと。公共の福祉や

周辺の住民の方々に喜んでもらえる使い方をします

からという一点で、本当に説得に苦労した面もあり

ます。 

 この家主さんのお気持ちなども考慮いたしまして、

いま一度お尋ねいたしますが、中央地区の交流セン

ターが他地区のそれと比較して、今朝の質問でもあ

りましたように非常に貧弱すぎるわけですから、か

っちぇるプロジェクトの本来の使用目的とそう大き

く離れていないと私は考えますので、いま一度、全

てを専用させてくださいと言っているわけではない

んです。ともかく何度も言いますが、狭い、ともか

く狭いので、なんとかある程度のスペースを確保し

ていただきたいという気持ちで御質問、要望を出し

ているわけです。専用を求めているわけではないの

です。狭いという関係もありまして、現在の指定管

理者さんのシール会ともそういったことが原因でし

っくりいっていない。余りいい関係ではないと正直

に、そういうこともあるという状況でもありますの

で、なんとかいま一度御高配を賜れないのか、市長

にしつこいようですがお尋ね、お伺いいたします。 

 よろしいでしょうか、引き続き。それと、我が中

央まち協の役員の方々、そういった方がすごく熱心

で、ものすごくやられる、行事やイベントを盛りだ

くさんやられるものですから、本当にちょっと一般

の私ども住民としては、若干ついていけないという

感じもしてないわけでもありません。それはしかし

熱心でいいことなんでしょうけれども、その辺のと

ころを余り熱心にやり過ぎるものですからスペース

的に足りないのかなと思ったりもしている面もあり

ます。皆さん、担当者とか市長からごらんになって

その面は、感想をお伺いできればありがたいと思っ

ています。 

○政策課長（満薗健士郎君） まちづくり協議会の

専用ではないということでの使用のあり方というこ

とでございますが、先ほど市長のほうからも申し上

げましたように、建物の中は中央地区の商店街の皆

様も、それから地域の方々、それとそこに入居する

であろう外国人の方々などとも交流をしていただく
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というのが大変重要であろうということがございま

して、そのために地域の皆様と留学生とが交流でき

る、憩えるスペースというのも確保しておきたいと

いう趣旨で、先ほど申し上げましたようにキッチン

スペースとか学習会、学習室を兼ねたサロンスペー

スを予定しているところでございまして、これにつ

きまして、その利用のあり方にまちづくり協議会の

皆様と一緒になって交流できるイベントとか、ある

いは交流の場というもののついて御活用いただける、

そういった趣旨でのスペースの確保というのを予定

しております。 

 議員が申されたように、専用ということではない

ということで御理解いただきたいと思います。 

○３番（田中和矢君） 政策課長に言いたいのです

が、専用を求めているのではないというところは御

理解していただいて、現状はこういう状況なので何

とかできないかとお願いしています。 

 それで、そこのところを辺に誤解されないように、

市長はまたどうお考えなのか。いろんなインターネ

ットやらパソコンの問題も、すごく熱心でたくさん

の行事をし、びっくりするような活動をされていま

すので、ひょっとしたら瀬川課長がおっしゃるよう

な１台配布しているのに足りないのかなと、今、座

っていて考えたりもしますが、その辺もあわせて市

長の見解をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 中央まち協の皆さん方が熱

心に取り組んでおられるから、大きな成果を上げて

おられるわけでありますが、熱心に取り組んでいる

から部屋も狭いんじゃないかという、何と言います

か大変難しい御質問なんですけれども、その因果関

係はわかりませんが、要は、皆さんが中央まち協を

一生懸命いろんなイベントとかいろんな集いとかい

ろいろしておられますが、要は大いに議論をして、

そしてその方向性を見出して決定をして、その決定

したことに心を一つにして協力し合うところに大き

な成果が生まれるんじゃないかと思います。 

 先ほど宇都耕平議員のほうから俳句や短歌の披露

がございました。２年後は明治維新150周年であり

ますので、島津日新公のいろは歌を私も披露したい

と思いますが、田中議員もよく御存じだと思います

けれども、「心こそ軍する身の命なれ そろゆれば

生きそろわねば死ぬ」。心のありようこそが戦いに

おける鍵である。みんなが心を合わせたら生き残り、

そろわなければ死んでしまうと。これを現代社会に

訳しますと、多分私は思うんですが、集団同士の競

争においては、みんなの心のありようこそが勝敗を

決めると思います。いくら能力のある人がそろって

いても、その心がばらばらでは、能力は大したこと

はなくても人づくりで大六野議員もいろいろ話をさ

れましたが、情熱と信念を持って一つにまとまった

ら、一つにまとまった集団にはかなわないことがし

ばしばあると思います。今、中央まち協の皆さん方

が先頭になって、一生懸命いろんなイベントをしな

がら地域を盛り上げておられますが、そういった面

で狭い窮屈な部屋で大変恐縮に思っておりますけれ

ども、それこそ、その名も中央であります。今でも

模範的な活動をしておられますが、今後もそういっ

た形で心を一つになさって、今でもしておられます

が、だから狭い部屋でも我慢してやっていただいて

いるわけでありますけれども、これからもそういう

熱い思いで頑張っていただいたらなということを期

待をしているところであります。 

 まさにその名は中央であります。頑張っていただ

きたいと思います。 

○３番（田中和矢君） いろいろとすばらしいお話

を聞かせていただいてありがとうございます。どう

しても私の願うことは、確約はいただけなかったで

すけれど、考え方は本当にそのとおりだと思います

ので、ぜひこの中に私がいろいろと申し上げている

ことが幾つかある中に、一つでも早期に実現できる

ようなふうにお願いしたいと思います。 

 一般質問をしたり、いろんなところで発言するこ

とは、すぐにぱっと実現できなくても、それによっ

て、考え方やらいろんな市政の政策にも影響するで

しょうから、即効果は出てこなくても、非常に先々

を、近い将来に期待して、この質問は終わります。 

 続けて大きな２つ目のテーマの、税金の有効活用

と市民生活の利便性についてということに入ります。 

 まず、街路樹のことですが、この街路樹の剪定費

用は年間どのくらいかかるのか回答願います。 
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○土木課長（平石英明君） 街路樹につきましては、

市街地の幹線道路30路線に、約1,200本の高木と約

４万本の低木が植栽されております。現在の街路樹

管理につきましては、街路樹管理業務委託の造園業

者で、年１回の剪定、害虫駆除、除草などの作業を

行っており、平成27年度では、442万8,000円の費用

で維持管理を行っているところでございます。 

○３番（田中和矢君） 今、具体的な数字を教えて

いただきましたが、四百何十万といえども貴重な税

金です。現在、あちらこちらで高木、低木共に剪定

作業が行われており、関係者の皆様には感謝申し上

げています。最近、非常に高木の剪定、電線にかか

らないようにとか、低木でも場所によっては刈り込

みをしっかりとしていただいている状況が、はっき

りと目に見えます。 

 これには、費用と時間と労力がかかるということ

になりますので、税金の無駄遣いを少しでも減らす

ため、また、税金の効率的活用のために、特に低木

ですが、残すべきものと撤去したほうがよいところ、

場合によってはひっこやしたほうがよいというもの

もあると思います、場所によってはですね。峻別を

しっかりとするべき時期に来ていると思います。 

 財政的にも余裕のあった時代の低木と高木のセッ

トという考え方を一度取っ払って、いちき串木野市

に適した景観維持や環境美化、歩道の十分な確保、

現在ある、本来ある歩道がしっかりと十分に活用で

きるようなやり方を考えるべきだと考えますが、市

長の見解をお伺いいたします。 

○土木課長（平石英明君） 市街地にある街路樹は、

街路事業や土地区画整理事業などにおいて植栽され、

古いもので約40年が経過しております。大きくなり

過ぎました街路樹につきましては、今後、植えかえ

などを検討する中で、植栽の場所や本数、また樹種

の研究をしまして費用の軽減に努めてまいりたいと

考えております。 

 また、道路利用者において支障となっている低木

は、現在低く剪定し視界の改善に努めているところ

でございます。今後は、歩道幅員が狭く、歩行者や

電動カーの通行に支障がある箇所については、電柱

を移設したり、側溝や縁石の位置の変更をしたりし

て、既存の歩道幅員を最大限に活かす改善策を研究

してまいりたいと考えております。 

○３番（田中和矢君） 高木の剪定等も大分進んで

おりますが、この低木の剪定というのは、低木の種

類にもよりますが、中にカヤが生えていたりして、

今、例えばＡ地区をやった。そこの近くでイベント

があったり、例えば地かえて祭りがあったりまぐろ

フェスティバルがあったり、あるいは市の体育大会

があるからということで、必要なところを必要な時

期になさっておりますが、先ほどの自然災害ではあ

りませんが、このカヤや木の生え方には、幾らお金

をかけても手に負えないような状況が出ていると思

います。温暖化によって木の成長や草の成長も早い

のでしょうか。そういった面もありますので、思い

切って、先ほども言いましたが、特に交差点のとこ

ろであれが高くなりますと、普通車を運転していま

すと見えません、子供が歩いているとか、幼児が歩

いているとか。そういったこともありますので、先

日の市政懇話会の後で、有村教育長が私に「どこが

高いですかと、教育委員会としても道路のチェック

も既にしてあります」とおっしゃいますけど、その

ときにはよくても、一カ月もするとまたすごく伸び

ます。これはしようがないです。そういったことも

ありますし、例えば一つの例を挙げれば、駅前通り

から南酒屋さんから松尾医院のところは住民の方々

が率先して、僕はちょっと花の種類とかそういった

ものは詳しくないんですが、すごく可憐な、余りは

びこらない草に変えたりして、しかも美観上もいい

感じです。どうか皆さん、土木課の平石課長もあそ

こら辺を参考に見ていただいて。それからもうひと

つ事例を挙げるとすれば、汐見町のバッティングセ

ンターのところにコンビニがあります。あそこも住

民の方々の、汐見町ですか、高齢者の方々が自ら手

入れをして、季節の花を植えたりされております。

非常にいいなと、見ていて気持ちがいいなと思いま

す。交流人口を増やすとか、イベントをやってせっ

かくよそからたくさんの方がお見えになったときに、

やんかぶっておれば非常に見た目も悪いです。串木

野はそういった環境整備とか、環境の美化に努めて

いるということを見ていただいて、イベントそのも
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のの良さはもちろん、食べ物もおいしい。そういっ

た花を植栽して美しく保つというのは、余り費用も

かからないで効果は抜群だと思いますので、ぜひ低

木のことも思い切って切りかえてみたらどうでしょ

うか。財政的に余裕もありませんし、豊かであった

時代の低木と高木のセットという考え方を改める時

期になっているのではないかと思います。 

 それから教育委員会のほうでも、どこが高くなっ

て見えませんかということありますので、具体的に

一つ申し上げますと、汐見町の県営住宅の前にコン

クリートの長い鉢があって、その上にさらに低木、

ツツジを植えてあります。私が運転して通ると、あ

そこの県営住宅に住んでいる小さな子供さん、あそ

こには太陽保育園もあります。その子たちが通るの

は、ほとんど見えません。私もそんなに目は悪くな

いと思いますし、特に車高の低い車に乗っているわ

けでもありませんので、ぜひ教育長、あるいは教育

委員会の方々も通って見ていただきたいと思います。 

 そのことについての見解をお願いいたします。 

○土木課長（平石英明君） 最初に言われました。

住民を交えての花壇づくりということだと思います

が、市のほうでもガーデニング事業というのを行っ

ておりまして、これは春と秋に、年２回に分けて、

花を住民の方に配りまして、今、言われる植栽の一

部分を花壇として、そこに花を植えていただいて、

環境美化に努めているという、そういったのもあり

ますので、そういったのを活用して環境美化に努め

ていきたいと思います。 

 それから汐見町のそのツツジのところでございま

すが、これは県道部分じゃないかなと思うところで

すけど、これはまた確認いたしまして、高さ的なこ

とが言われましたので、確認をいたしまして検討し

ていきたいと思います。 

○３番（田中和矢君） 県道か国道か我々市民には、

道路にこれは県道、これは国道とかこれは市道と書

いてあるわけではありませんので、住民の方々は道

路には書いてありませんのでわからないわけです。

市民にとってはいちき串木野市の植栽、低木、高木

ということになりますので、小まめにチェックして

いただいて、田中は原発のことを言わないなと思っ

たら、今度は低木と高木ばっか言っていると思われ

るかもしれませんが、これは２番目のテーマに書い

てありますように、税金の有効活用という意味で非

常に大事なことでありますし、それから市外の方が

見えて、串木野はきれいだな、気持ちがいいなとい

うのがあれば買い物にも見えるだろうし、あるいは

どこか住んでみたいと思っていただける可能性も大

ですので……。 

○議長（中里純人君） 田中議員に申し上げます。

質問は簡潔にお願いします。 

○３番（田中和矢君） そうですか。簡潔にという

ことですので、税金の節約、その節約してケチると

いうことだけど、それをほかにも使えるという意味

で申し上げていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 節約できたものをほかに必要なものに使うという

観点でやっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 次に最後の（２）の双方通行を一方通行化するこ

とで、道路拡幅と同等の効果が得られるのではない

かということに関して、まずこれだけのことで何か

見解がありましたらどうぞお願いします。 

○土木課長（平石英明君） 公衆用道路における一

方通行の規制は、公安委員会が管轄となり、一般的

には交通量が多く、幅員が狭いなどの理由により、

車両の離合が困難で、拡幅ができない区間が規制の

対象となります。 

 現在、対面通行で利用されている道路が一方通行

の規制を受けると、周辺住民の利便性が損なわれる

恐れがあることから、安全性及び規制の必要性につ

いて、関係機関及び地域の意見を十分に聞いて検討

する必要があると考えております。 

 なお、交通規制に関する最終的判断は、公安委員

会で行われることになっております。 

○３番（田中和矢君） 回答されたとおりのことだ

と思いますが、一つ具体的に挙げますと、確かに公

安委員会との折衝、地域住民のとおっしゃいますが、

その一方通行にしたことによるメリット・デメリッ

トというのがあって、その地域に住む人にとっては、

ぐるっと一回りしなきゃいけないということもある
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かと思いますが、ただ、市全体のこと、住民全体の

ことを考えれば、一方通行にすることで、同じ道路

幅が十分に余裕を持って通行できる。歩行者も安全

に通れる。先ほどの宇都耕平議員の中にもありまし

たけれども、あれも道路の拡幅のために所有者から

買う。そういったことで相当なお金がかかると思い

ます。お金だけで済むのであればまだしも、費用対

効果の問題もありますが、お金だけではなくて、税

金の効率的な運用という意味からも、余りお金をか

けないで一定の効果を、つまり道路拡幅と同じ効果

が得られるという面からしても、やっぱり考えてい

ただきたいと思います。 

 一つ例を挙げますと、これも地域住民の皆さんか

ら言われて私も取り上げたんですが、これを一般質

問するということを公民館、まち協に配付されるん

ですね。それで「ちょっと来てください」というこ

とで行きましたら、「いろいろといい面、頑張って

ください」といろいろとありますが、賛否両論ある

のは当然のことですが、そこのところで、その地域

にいる方が望んでいないと言われましたが。それは

その方が望んでいないことであって、市全体で考え

れば、非常にいい効果が得られる。お金の問題でも

交通の問題でも。 

 だから、私たち議員は何人かの一部の人の意見だ

けを聞くんじゃなくて、大きな判断をしないといけ

ないと考えましたので、これを撤回しないで、あえ

て今日言っているわけです。 

 ニシムタの裏のことです。ニシムタの裏が植栽が

１メーター以上ありまして、それを取り払うと本当

に道路幅が広くなりまして、ニシムタやＡコープの

荷物を運ぶ大型車両なんかも非常に通りやすくなる

と思います。そのことに関してどうでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） ニシムタ裏の道路について

でありますが、塩田土地区画整理事業の中で４メー

トル道路を整備しておりますが、現在、今、田中議

員がおっしゃっておられますように、植栽帯がござ

います。この植栽帯を撤去し、拡幅する方向で五反

田川の管理者である鹿児島県や、県警察と協議を進

めております。 

 また、Ａコープ裏から国道３号へ出る交差点につ

いては、現時点で警察は現在と同じ交通規制、つま

り国道へ出るときは左折のみですね、それから国道

から入るときももちろん左折のみですね、を考えて

いるとのことでありまして、交通量や浜辺の道路形

態を把握し、提言のありました一方通行の規制を含

めて、今後、県や警察等と協議を進めてまいります。 

 あそこは前、国道から右折して入ろうとして事故

をしたこと、それから五反田川のほうから国道に出

るのに右折をして事故をした、そういう例が今まで

何回もありました。だから、今、こういう規制にな

っておるんですが、そういった方向で、今、県や警

察と協議を進めているところであります。 

○３番（田中和矢君） ニシムタ裏のことはもう既

にそういうふうにやるということでありがたいなと

思います。ニシムタからもうちょっと国道に向かい

まして、農協があります。その先に国道側にＡコー

プがあります。あそこは非常に狭いんです。今の交

通ルール上は双方向です。まさにこのことを一つの

例として、ほかにもいっぱいあると思いますが、例

として申し上げているわけで、あれの左側、つまり

五反田川護岸との間には、大きな深くて暗い溝があ

る。何か歌の文句みたいですが、そういったものが

あって、そこを工事するとすれば相当な費用がかか

ると。約200メートルだと思います。毎日通ってお

りますので、約200メートル。水神様もあります。

しかし、あそこを一方通行にすることで、十分にス

ムーズな道路の車両の運行もできます。これは、先

ほど土木課長から公安委員会や警察との話し合いと

言われますが、公安委員会と言えども、警察と言え

ども、地域住民が希望し、あるいはそれによってス

ムーズな交通状況が確保できる、しかもお金をほと

んどかけないで、一方通行化すれば道路標識だけ、

進入禁止とあるいは矢印だけで済むわけです。何千

万の節約になると思います。あるいは億かもしれま

せん、あの深さだと。 

 そういったことを公安委員会、あるいは警察と言

わないで、真剣に検討してみていただきたいと思い

ます。どうしても、先ほどから言いますように、市

の行政マンは当然そういうふうな言い方をされます

が、私たち民間人、議員も含めて一般人は、お金を
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かけないで一定の効果を得るための頭を使う。工夫

をするということが非常に大事だと思いますので、

公安委員会や警察が先にあるのではなくて、市が、

市民が先にある。公安委員会はそれを検討してもら

って、もちろんどっち方向から一方通行にするか…

…。 

○議長（中里純人君） 田中議員に申し上げます。

ただいま御自分の意見を述べられておりますが、一

般質問ですので、質問をされるように注意いたしま

す。 

○３番（田中和矢君） この質問をするに当たって

は、自分の考えを言わないと説得力もありません。

だから、議長の注意ではありますが、何で私がこう

いうことを発言するかというのには、それ相応の時

間と意見の発表がなければ説得力もないと思います。

どうか、配慮していただきたいと思います。 

 そのことについて、回答をお願いいたします。 

○土木課長（平石英明君） さきに答弁しましたよ

うに、まずはおっしゃるように市民の方、住民の方、

あそこを利用される関係者の方、そういった方の意

見が十分必要であると思います。最終的に結果を出

すのは公安委員会のほうでそれができるのかできな

いのかは委ねるわけでございますので、そういった

努力はこちらのほうで検討してまいりたいと思いま

す。 

○３番（田中和矢君） もしこの提案が前向きな提

案が、それはいいなと思うのであれば、公安委員会

であろうが警察であろうが説得する努力をするべき

だと思いますので、そのことを強く要望しまして私

の質問を終わります。 

 ありがとうございます。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日は、これで散会します。

お疲れさまでした。 

         散会 午後４時03分 

 

 

 


